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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は28名であります。 

  ９番、鈴木紀君より欠席する旨の届け出があり

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬 義 一 君 

○議長（君島一郎君） 敬清会代表、26番、相馬義

一君。 

○２６番（相馬義一君） おはようございます。 

  けさほど、昨夜から降っていた雨が、私がちょ

うど出かけるころやんで、大変穏やかな日になり

ました。日本の経済、政治とも、このように好転

すればいいなと、常日ごろ思っているところでご

ざいます。 

  そのような中、本日、22年の第５回那須塩原市

議会定例会の会派代表質問をするわけでございま

す。執行部の皆様におかれましては、丁寧なご答

弁をお願いをしたいと思っております。 

  今回は大きく５項目について質問をさせていた

だきたいと思います。 

  まず、１番目として、平成23年度予算編成につ

いてを議題といたします。 

  不安定な国政、厳しい経済状況の中、本市の23

年度予算編成においては、執行部におかれまして

は、大変ご苦労されていると思いますが、以下の

点についてお伺いいたします。 

  ①平成23年度予算編成の基本方針についてお伺

いいたします。 

  ②平成23年度の一般財源の見通しについてお伺

いします。 

  ③市単独補助金の見直しの進捗状況についてお

伺いいたします。 

  以上３点ほどお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  26番、敬清会、相馬義一議員の会派代表質問に

お答えをいたします。 

  平成23年度当初予算編成についての①予算編成

の基本方針についてお答えをいたします。 

  いまだに明るい兆しの見えない経済状況の中、

予算編成に当たっては、自主財源の確保に努めな

がら、集中行財政改革プランを着実に実行し、経

費の無駄ゼロに取り組みながら、予算の効果的配

分と効率的な執行を進め、健全な財政運営を持続

していくことが大切であると考えております。 

  また、国県の動向を常に注視し、制度改正等の

状況、情勢の変化に迅速かつ的確に対応すること

も必要と考えております。平成23年度は、特に総

合計画の前期計画の最終年度であり、計画に掲げ
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た事業を着実に実施をするということは言うまで

もなく、これまでの事務事業を検証するとともに、

新たな市民ニーズの把握や今後の人口動態、生活

の変化予測などから見えてくる、市の将来的な課

題を見きわめる年になるものと考えております。 

  そこで、平成23年度の事務事業推進のキーワー

ドを、安心、活力として、行政の原点である、市

民が安心できるまちづくり、長引く経済不況の中

でも、市民が活力を維持し、さらには拡大できる

まちづくりを進めるための事務事業を実施したい

と考えております。 

  具体的には、まず、事務事業推進のキーワード

である安心、活力の事業として、広く市内業者の

受注機会の拡大のために、本市単独の経済活性化

対策として、比較的小規模な工事や営繕などの選

定に配慮したいと考えております。 

  また、私のマニフェストに掲げた事項で、未実

施のものにつきましては、予算に反映したいと考

えております。 

  そのほか、継続事業の精査や、事務事業評価に

よる検証、見直しによるスクラップ・アンド・ビ

ルドの実施、市単独補助金の見直し結果を踏まえ

た予算要求など、経済動向や社会情勢の変化、事

務事業執行に当たっての基本的な考え方を継続的

に実施しつつ、安心、活力に結びつくことのでき

る予算編成を行うこととしたところです。 

  次に、②の一般財源の見通しについてお答えを

いたします。 

  平成23年度は、一般財源の主たる市税につきま

しては、現在のところ、平成22年度当初予算額か

ら落ち込むような科目は見受けられません。した

がいまして、景気の回復は楽観できませんが、平

成21年度を不景気の底として、回復の兆しが見ら

れることから、多少の改善が図られるものと見込

んでおります。 

  また、地方交付税につきましては、国の方針と

して、平成22年度ベースをおおむね維持するとの

考え方が示されていることから、大きく変わるこ

とはないものと思っております。 

  これらの状況から、一般財源としては、平成22

年度程度の確保ができるものと考えております。 

  最後に、③の市単独補助金の見直しの進捗状況

についてお答えします。 

  市単独補助金につきましては、市民や市民団体

などの多様な主体と行政との協働を前提として、

市民福祉の向上に役立つ事業や活動に対して交付

されるべきものと考えていることから、那須塩原

市行財政改革大綱、那須塩原市集中行財政改革プ

ランに位置づけ、補助金本来の意義や役割、必要

性などのあり方について見直しを行っております。

対象となる事業総数は200事業で、平成21年度か

ら23年度の３年間で実施をしております。また見

直しについては、公平、公正、透明性などを確保

するため、５名の市民で組織する那須塩原市単独

補助金等審査会において審査を行っているところ

です。 

  見直しの進捗状況につきましては、これまでの

２年間で16回の審査会を開催しました。平成21年

度に57事業、平成22年度に71事業、合わせて128

事業の審査を行ったところです。審査結果といた

しましては、廃止は８事業、改善、減額は38事業、

継続が70事業となりました。このほか、所管にお

いて既に廃止または廃止の予定とされている事業

が12事業となっております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） それでは、再質問に入り

たいと思います。 

  予算編成について、①②③とあるわけでござい

ます。①と②がおおむね同様なかかわりがあるか
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と思いますので、その辺について再質問に入りた

いと思いますが、まず、例年この12月定例会にな

りますと必ず、私だけでなく他の会派代表として

も、この予算編成についてお聞きをしております。

そういう中で、特に昨年から、政権交代もしまし

たし、景気の後退ということがありまして、執行

部におかれましては大変であると、そのように私

思っておるところでございますが、今回そういっ

た中での２年目と申しますか、そういう状況にあ

るわけでございますが、政権交代をし、そしてい

わゆる国の今、市長答弁の中で、国県の動向を見

ながらという答弁があったかと思います。当然制

度改正等もあるわけでございますが、そういった

情報、変化というものに対して、執行部としてど

ういう形で情報を得るのか。もちろん決まったこ

とは、国県から情報として入ってくるわけですが、

その前に、どのような形、あるいは情報を得るた

めの手段といいますか、そういったことは考えて

おられますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 政権交代後の財政状況

等の情報をどういうところで把握しているのかと

いうことについてですけれども、はっきり申し上

げまして、これまでのように官僚主導ということ

ではないというようなことから、これまで出され

てきました財政課長内簡であるとかそういったも

のが、なかなか出していただけないということも

あります。そういう中では、やはり報道等の中で、

国の考え方、そういったものがありますので、そ

ういった報道を通じながら、私どものほうで情報

を把握しているというようなことでございます。 

  あえて言いますと、国の情報の把握については、

そういうことでやっておりますけれども、我々自

治体としては、国の動向も当然ですけれども、自

治体の中での我々の財政状況がどういうものであ

るのか。また、財政をどういうふうに維持してい

くのかということについても、当然我々は内部で

検討していくというようなところでございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 予算編成に当たりまして、

例えば60年間続いた自民党政権の中では、例えば

自治体の首長が要望等を国にあるいは県にお願い

に上がるということも多々あったかと思います。

そういった状況が、現段階では、いわゆる那須塩

原市、今の状況では大変難しいのではないかと、

そのように思っておるわけでございます。 

  そういった手順と申しますか、そういったもの

がご苦労されているのではないかと想定するわけ

でございますが、やはり国が早く、国といいます

が、今の民主党政権が早く安定していただかない

と、この地方自治体としても大変難しい点がある

のかとは思われます。いわゆる基本方針をつくる

に当たりまして、そのようなことで大変苦慮され

ている。そしてまた、当然ながら自主財源という

ところがあるかと思います。国の動向を見ながら

と、同時に、自主財源、いわゆる交付税の問題と

自主財源の問題があるかと思いますが、そういっ

た中で、今回の一般財源の見通しとしては、おお

むね落ち込むことはないだろうという考えをお持

ちということの答弁が今あったわけでございます

が、その税収が落ち込むことがないだろうという

根拠がもしあれば、お示しをしていただきたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 税収についてのお尋ね

でございますので、申し上げたいと思います。 

  一般財源のうちの大きなところで、税収があり

ますけれども、全体的な話をさせていただきます
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けれども、10月末現在、調定ベースでございます

が、調定ベースでは175億3,000万というような調

定になっております。前年同期と比べますと、21

年には178億5,000万というところでございまして、

３億2,000万の差が出ているというようなところ

でございます。 

  ただ、予算を編成するに当たって、21年と22年

では、大体11億ぐらい差があるのではないかとい

うようなことで予算を立てていたところでござい

ますが、現在のところは３億というようなところ

でございます。個別的に言いますと、個人市民税、

これにつきましては、これも調定ベースでござい

ますけれども、10月末では53億6,000万というよ

うな調定になっております。21年度合計では、58

億1,000万というようなことで、４億程度の落ち

込みになっております。ただ、そういう中で、法

人市民税、これについては、22年10月末の調定が

７億4,000万ということで、21年度６億3,000万と

いうようなことなもんですから、法人市民税は１

億ちょっとプラスになってきているというところ

でございます。法人市民税、円高の問題もありま

すけれども、このまま推移していけばプラスにな

るというようなことになりますし、個人市民税、

これは企業がよくなれば、１年おくれて給与等が

よくなるというようなことがありますので、個人

市民税についても、21年度を底にして、先ほど市

長から答弁したように、22年、23年と伸びていく

というふうに考えているところでございます。 

  それから、固定資産税、軽自動車税、たばこ税

等々については、現在のところ、21年度と余り変

わらない状態でありますので、以上のことから一

般財源等々については落ち込まないだろうという

ようなところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） そのような根拠の中で、

おおむね今年度並みの予算が、一般財源の見通し

がつくということだと思います。となれば、当然

ながら、当初予算、本年度が383億8,000万ぐらい

の当初予算だったと思います。23年度においても

そのような大枠の予算組みとなるかと思いますが、

そのように考えてよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 23年度の予算について

は、現在編成中でございますけれども、前回の全

員協議会の中で、実施計画が出されたということ

です。23年度の実施計画、当然予算は実施計画に

基づいた形の中で予算づけをしていくというのが

基本でございますので、実施計画の内容を見ます

と、22年と23年度の差、これが約11億ほど23年度

のほうが多いということになります。議員から今

出ましたように、383億8,000万、単純に言うとプ

ラス11億というのがどうなのかというところで、

現在調整を進めていくと。今後それから調整を進

めていくというところでございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） おおむね理解をいたしま

した。 

  今回の事務事業の推進のキーワード、安心、活

力ということでございますが、昨年もたしか、こ

の安心、活力の事業として、今回はそういう事業

ですが、事業としてはいわゆる市内業者の受注機

会の拡大ということがありました。市単独の経済

活性化対策ということで。多分そのときの、当時、

那須塩原21の関谷会長からの代表質問だったかと

思いますが、そのときの答弁の中で、いわゆる基

金を活用をさせていただくと。減債基金なり、い

わゆる財政調整基金、そういったものを使うとい

うことが、答弁があったかと思います。次年度に
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ついてはどうでしょうか。その辺についてご質問

をいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 基金を使うか使わない

かというのは、最終的に歳入と歳出の差の中でど

うしてもという場合には、起債に頼ったり、基金

を取り崩すという考え方もございますけれども、

原則的には非常事態というようなときのための財

政調整基金でありますとか減債基金でありますの

で、基金に頼らない、基金取り崩しに頼らない予

算編成をしたいというふうに考えておりますが、

あのときもお答えしましたように、こういうふう

な緊急的な、閉塞感のある経済状況の中で、行政

はただ単に税を集めるだけというような考え方で

はないというふうに思っております。ある意味で

は需要もつくらなければならないし、そういう意

味では、言葉に語弊があるかもしれませんが、税

をつくっていかなきゃならない、そういうものも

行政側の大きな仕事の一つというふうに思ってお

りますので、そういう中で、どうしても収入の部

分がない場合には、基金を取り崩して充当してい

くということもあり得ますが、23年度についても、

まだ今予算編成中ですので、崩すか崩さないかと

いうところについては、まだ検討しておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） わかりました。 

  先日の、先日といっても、ちょっと前になりま

すが、いわゆる新聞の報道で、たばこ税のことが

載っておられました。那須塩原市については、健

康増進のための増税であるという理由で減収と見

ておられます。マイナス4.4％、金額で申し上げ

ますと約3,000万ぐらいですか―の減収を見込

んでいるようでございます。そういった自主財源

の中で、当然こういうふうに減収も起きます。そ

して今度は、集めなくちゃならないいわゆる税を、

毎年、これはお聞きしますが、不納欠損対策とい

うものを現在やっておられますが、今後そういっ

たものの強化をしなくてはいけないのかなと思い

ますが、新たな強化策と申しますか、そういった

ものを今後立ち上げるということは考えておられ

ますか、お聞きします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 不納欠損について、強

化していくかどうかということですけれども、不

納欠損というのは、徴収担当のほうで、その方が

提供できるような財産があるのかどうかというこ

とは、当然調査をしますけれども、その方が本当

に税金を納めることができないのかどうかという

ことを十分に調査をして、その上で不納欠損をす

るというふうに思っておりますし、その考え方に

ついては全く変わりありませんので、強化をする

ということではなく、もっと厳正に調査をして、

徴収できない方については、例えばもう死亡され

ていて、死亡された後に相続される方がいないと

か、会社が倒産をして、その後だれもやっていな

いというようなことが明確にわかったものをその

まま残しておくということではなく、そういった

ものについては、調査の上、欠損していくことだ

というふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） おおむね理解をするとこ

ろでございます。 

  それでは、こういった一般財源が厳しい、ある

いはこの予算の編成、基本方針の中で、去年、お

ととしまで続いてきた予算枠の中で、当然縮小さ

れ、予算が当然小さくなれば、各科目ごとに小さ

くなりますよね。例えば、特に建設費なんかが少
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なくなっていく。一方では民生費なんかふえてい

る状況がありますが、そういった予算の基本方針

を考えるときに、そういったいわゆる予算のめり

張りというものをしっかりとやっていただきたい。

そのように思います。そういっためり張りをしっ

かりとつけた中で、基本方針を当然ながらつくっ

ておられると思いますが、そういったところを注

意していただきたいと私は思うところでございま

す。 

  その中で、１番、２番は終わりにしたいと思い

ますが、３番の市単独の補助金についてを再質問

させていただきますが、３年間で市単独補助金自

体が約11億円あるわけでございます。その11億円

の中で、３年間でこの見直しをしていく。そこに

那須塩原市の補助金等の審議会を設立しようとし

て、今やっている最中であります。この２年間で、

先ほどの答弁でありますと、128の事業に対して

結果が出ております。廃止が８、あるいは改善、

減額というのが38、継続は70ということで、その

ほか所管での廃止、あるいは予定が12あるという

こと。この結果を踏まえて、現在、そういった結

論が出たものに対しては、どのような状況にある

のか、お伝えを願います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 補助金の見直しについ

てお答えしたいと思いますけれども、補助金の見

直しについては、これまで何度か説明させていた

だく機会がありましたので、議員には釈迦に説法

的な話になってしまいますが、まず、基本的な考

え方として、具体的にいいますと、○○協議会運

営補助金とか、○○大会事業補助金とか、そうい

った補助金を支出しておるわけですけれども、こ

の審査会では、○○協議会の運営であるとか、○

○大会事業であるとか、そういった事業であると

か運営に対しての是非を、この審議会の中検討し

ているわけではありません。あくまでもその協議

会の運営に対する補助金、それから大会に対する

補助金が税金として投入していていいだろうかと

いうような視点で、民間の委員の方々が調査をし

ていただくというようなことでございまして、廃

止という形になったからといって、その協議会の

運営が廃止になったわけでもありませんし、廃止

になったからといって、その大会の意義がないと

いうようなことではありませんので、あくまでも

税金の使われ方として、本当に妥当性があるので

あろうかと。公平性があるのであろうかというよ

うな形の中で結果を出しているというようなとこ

ろでございます。そういう意味でいえば、最終的

に補助金の決定をするのは市長でございますので、

市長に対して答申をいただいて、市長からその内

容について再度、窓口であります担当課と、それ

から団体が再度その答申の内容について協議をし

ていただいて、改善するポイント、そういったも

のをもう一度検討していただくという形になって

おります。 

  ただ、22年度については、21年度の審議の過程

の中で、若干時間が長引いてしまいましたので、

22年度の当初予算には直接的には反映しておりま

せんが、廃止になった団体については、予算づけ

はしておりますけれども、補助金の交付はしない

というところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 趣旨的なことは理解して

おります。そのような中で、当然ながら、今、部

長の答弁あったとおりだと思います。今、国のほ

うでも、大変事業仕分けというのは、見た目には

大変立派な事業仕分けのように見えますが、実際

ふたを開けたらそうでもなかったということで、
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今批判があるようなところもあります。なるべく

この補助金の見直しについても、やはり同じよう

なことにならないようにやっていただきたいと思

います。 

  当然ながら補助金を削減あるいはカットされた

団体とか、そういった人たちには、当然ながら丁

寧な説明をし、理解をしていただくということが

大切かと思います。そのような今後の、どのよう

な手順を踏むのか。あるいはいつごろまでにこれ

を説明を、当然23年度も残り72事業ぐらいあるか

と思いますが、それの仕分けもしなくちゃいけな

いのかと思いますが―仕分けじゃなくて審査で

すね。審査をしなくちゃいけないのかと思います

が、今後はどのような手順を踏むのか、その手順

を教えていただければと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 先ほどの話の続きにな

りますけれども、200事業を３年間に分けて審査

をしておりますので、その年度年度に結論を出し

ておりますので、21年度にやったものについては、

本来は22年度の中で調整していくと。22年度につ

いては23年度、23年度については24年度というこ

とで、３年間の中で、廃止であるとか、改善であ

るとか、そういった形の中で審査をしていくとい

うようなことでございます。 

  ただ、趣旨的な話になってしまいますけれども、

この補助金の見直しについては、枠を設けて、幾

ら幾ら削減するとか、幾ら幾らその補助金をどこ

に回すというようなことで始めているわけではご

ざいませんので、有効活用できるような形の中で

見直しを図っているというところでございますの

で、例えば市長公約の中にありますように、地域

で汗を流して活動するＮＰＯであるとか地域団体

の方に、有効にこの補助金が回るような、そんな

システムになればいいというふうには考えている

ところでございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） わかりました。 

  補助金、先ほど部長の答弁で、税金を投入する

意味があるのかとか、そういったところ、しっか

りと、当然ながら審査会の中で議論されていると

思いますので、安心してあれしますが、しっかり

と執行部におかれましても、その答申に対してし

っかりとやってほしい、そのように要望を申し上

げます。 

  これで１番目の質問を終了し、２番目の質問に

入らせていただきます。 

  総合計画についてでございます。 

  時代の変化や市民ニーズを踏まえた後期基本計

画の策定を望み、以下の点についてお伺いいたし

ます。 

  ①後期計画の策定作業の進捗状況についてお伺

いいたします。 

  ②市民アンケートの結果を踏まえて、具体的に

各事業にどう活用していくのか、お伺いいたしま

す。 

  ③新庁舎建設の考え方についてお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 次に、２点目の総合計画に

ついてお答えをいたします。 

  まず、①の後期基本計画の策定作業の進捗状況

についてお答えをいたします。 

  後期基本計画の策定作業につきましては、前期

基本計画の検証として、現在各部において、成果

指標等により、達成度調査を実施しているところ

であり、おおむね予定どおりの進捗状況となって

おります。この調査は、前期基本計画として掲げ
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た211の具体的な施策と116の主要事業を対象とし

て、平成19年度から21年度までの達成度と、平成

22年度、23年度の達成度見込みを把握し、前期基

本計画の総括を行うものでございます。 

  その調査結果や、市民アンケート結果をもとに、

前期基本計画の施策や事業について、それぞれ継

続、見直し、廃止等の判断をしていくこととなり

ます。今後これらをまとめ、今年度中に前期基本

計画の検証結果としてお示しをしたいと考えてお

ります。 

  次に、②市民アンケートの結果を踏まえて、具

体的に各事業にどう活用していくのかについてお

答えをいたします。 

  市民アンケートの結果につきましては、10月の

全員協議会において、その概要版をお示しをいた

しましたが、このアンケートにより、前期基本計

画で掲げた38の基本計画に対する満足度、重要度、

さらには優先順位について、市民がどう思ってい

るのか、把握ができたと考えております。今後は

さらに地域別や年齢別に詳しく分析を行い、市民

ニーズを踏まえた後期計画の施策や事業の策定に

役立てていきたいと考えております。 

  次に、③の新庁舎の建設の考え方についてお答

えをいたします。 

  新庁舎建設につきましては、前期基本計画の中

で、位置や規模などの検討を進めるとともに、財

源の確保を図ると明記しており、平成19年度に新

庁舎整備基金を設置し、毎年積み立てを実施して

いるところです。 

  先ほど申し上げました市民アンケートの結果に

よりますと、新庁舎の建設につきましては、「情

勢を見きわめ慎重に進めるべき」が45.3％、「情

報がないためよくわからない」が33.4％を占めて

いることから、今後市民に対して十分に説明を行

いながら、後期基本計画の中で建設に向けて、庁

舎の規模、場所、事業費、財政計画等の具体的な

内容を詰めてまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） それでは、総合計画につ

いて再質問をいたします。 

  今の答弁をお聞きしますと、予定どおりという

ことで進捗しているということで、その部分につ

いては大変申し分ありませんが、また、答弁の中

で、前期計画の総括もされているようで、当然で

ございますが、されているようです。しっかりと

した検証をしていただきたいと思っております。 

  また、今年度中にその結果、検証結果というも

のをお示しをしていただけるということですので、

お示しをしていただきたい、そのように思います。 

  その中で、いわゆる②のほうの市民アンケート

でございます。１万人を無作為に市民アンケート

をやっていただきました。その結果、回収された

のが3,376、イコールこれが33.76％という回収率

になるのかと思います。逆に言いますと、残りの

おおむね66％ですか。66％の方からの回収がなか

ったということは、那須塩原市の市民の皆さんの

行政に対する関心度というのが、66％の方が、も

ちろん回答しなかったというだけですから、関心

がないとは判断できないとは思いますが、その辺

について、執行部側はどのような考えをお持ちな

のか、お聞きしたいと思います。 

  また、その回収率、今回15地区に分けて市民ア

ンケートをしているわけですが、その15地区ごと

の回収率は別に結構ですが、回収率の差があるの

かどうかについてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 先ごろ実施したアンケ

ートの回収率というようなことでございますけれ
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ども、今、議員がおっしゃられたように、本年実

施した市民アンケートの率は33.76ということで、

５年前の17年度に実施したアンケートは42.16％

というようなことでございます。私のほうも、こ

の回収率は余りよくないなというようなことで、

ほかの市町なんかも見たわけなんですけれども、

大体４割程度の回収率かなというようなふうに思

っております。その私のほうの分析というか、一

応推測なんですけれども、今回のアンケート調査、

前期基本計画の検証を行うというようなことで、

基本の施策38施策について、満足度と重要度につ

いてご質問をいたしました。これが結構ボリュー

ムがあるものでございました。これがネックにな

ったかどうかはわかりませんけれども、これが負

担になったのかなというふうなのが１点ございま

す。 

  あともう１点は、５年前調査したときには、合

併した当初というようなことで、市民の皆さんも、

新市がどういう市政を行っていくのかというよう

なことで、現在より市政に対して興味を持ってい

たのではないかな、こういう差が出たのかなとい

うふうに思っているところでございます。 

  ２点目の地域別の分析というようなことは、私

のほうでは、そこまでは回収率については分析は

しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 今、部長答弁のとおり、

この今回のアンケートの内容を見ますと、前期の

38の基本施策に対するいわゆる満足と、あるいは

重要度という質問もされておられました。そうい

う中で、この後期計画の進捗状況というのを、私

１番で聞いたわけでございますが、この市民アン

ケートを実施した、もちろんこういったことを実

施することは、大変すばらしいことだとは思いま

す。その中で34％の回収率、これが市民の、統計

というものはそういうものだとなれば、これはこ

れであれなんですが、統計をするというのは、11

万7,000人の中の１万人をピックアップし、そし

てその回収したものが3,300人だということが、

現実那須塩原市民の、当然零歳児から高齢者まで

おるわけですから、一概には言えませんが、それ

がこのアンケートの結果とおおむね見ておられる

のかどうか。その辺もお聞きします。 

  また、後期計画の進捗の中で、23年、24年度の

実施計画が、先日全協の中でお示しいただきまし

た。そういう中で、ちょっと目を通しますと、い

わゆる水道の老朽管の布設替が大きな金額があり

ます。この水道の老朽管、これを今布設替をやっ

ている中で、どの辺までの進捗があるのか。ある

いはその老朽管の、これをやっていくに当たって、

どこまで改善をされるのか。その辺についてもお

伺いいたします。 

  もう１点、例えば今回の耐震診断の問題があり

ます。0.3未満のものについては、今、整備計画

の中でやっていると思います。その状況、23年度

までにどの辺まで進むのか。あるいは今度0.3以

上のものについての計画はどのようになっている

のか、その点についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 私のほうからは、まず

回収率33.76％の信頼度というんですか。そうい

うことだというふうに思いますけれども、世論調

査のサンプル数というのは、統計学上らしいんで

すけれども、大体１万人だと1,300ぐらいで、10

万人だと1,500ぐらいで、それ以上ふえても、傾

向的には変わらないというような統計学上の数字

が残っておりますので、私のほうで3,376ですか。

この数字は信憑性があるというようなふうに理解
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しております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） 老朽管の更新の進

捗状況ということでございますけれども、平成18

年度末でいきますと、240km石綿管の老朽管が残

っているということで、現在進めております。21

年度末でございますけれども、170kmということ

で、約70kmほどの整備が進んでいる状況でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 小中学校の校舎の耐震

の関係のご質問にお答えしたいと思います。 

  まず、平成23年度までにどの程度の進捗かとい

うことですが、議員ご承知のように、いわゆるIs

値が0.3未満のものを平成23年度までに建てかえ

を行っているという状況なんですが、現在のとこ

ろでいきますと、稲村小学校の校舎が平成23年度

なんですが、予定は。それ以外につきましては、

建てかえを今も実施していますが、大体それで終

わる。ただ、塩原小学校は0.3未満ですが、建て

かえは行わない予定でおりますので、それを除け

ば平成23年度には0.3未満は基本的には終わると

いうふうに思っております。 

  それから、0.3から0.7未満の部分、いわゆる補

強とか改築等も出てくると思うんですが、そうい

ったものにつきましては、11月の議員全員協議会

でお示ししましたように、適正配置計画が策定を

いたしましたので、それらとの今度すり合わせと

いいますか、調整を図りながら、また再度0.7ま

での補強あるいは改築等の計画を立てていきたい

と思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 突然水道と教育関係のほ

うに振ったわけでございますが、今回の後期計画

については、おおむねその辺が大きな事業なのか

なと思って質問させていただきました。それと、

これから再質問しますが、新庁舎の件が大きな事

業なのかなと思います。 

  ３番のほうの新庁舎に移りますが、このアンケ

ートの結果、「情報を見きわめ、慎重に進めるべ

き」というのが45.3％、「情報がないのでよくわ

からない」のが33.4％、この二つ。これは新庁舎

に対して、建設に対して、これは前向きと見てよ

いのか。それとも前向きじゃないと見てよろしい

のか。ちょっと私判断に苦しむんですが、その辺

についての所見をお聞きしたいのと、もう一つは、

当然ながらこの新庁舎については、幾度となく質

問等がありました。そういう中で市長は、いつも

答弁の中では、合併時の約束事ですので、市民と

のこれからの会話を―会話というか議論をし、

進めていく。当然ながら最終的には議会の判断を

得て進めるということだと思います。慎重に進め

てほしいというのが私の考えではございますが、

このアンケート結果については、これはどのよう

に判断をされているのか。お聞きいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） まず、第１点の市民ア

ンケートの結果で、「情勢を見きわめ慎重に進め

るべき」が45.3％。それから、「情報がないため

よくわからない」が33.4％というようなことでご

ざいますけれども、これは賛成、反対ということ

ではなくて、私のほうでは、建設を前提にした回

答、意向というようなことでとらえておりまして、

今後建設に向けては、市民の皆さんによくご説明

を申し上げて進めていきたいというふうに考えて

おります。 
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  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） そうしますと、このアン

ケートというものは、あくまでも建設を前提にし

た上でのアンケートというふうにとらえてよろし

いでしょうか。 

  その中で、当然ながらさまざまな、今までも本

当に数多くの質問がありました。そのたびに市長

が答弁をされているわけですが、私は建設云々じ

ゃなくて、やはり財政、このとおりだと思います。

情勢を見きわめて慎重に進めるべきだというのが

私の考えでもありますので、どうかその辺をしっ

かりと見きわめて、今後進めていってほしい、そ

のように思うわけでございます。 

  新庁舎については以上で終了したいと思います。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） それでは、３番の一部事

務組合の今後の方向性についてを質問いたします。 

  複数の地方公共団体が、行政サービスの一部を

共同で行う一部事務組合に関しては、時代に合わ

せた対応が必要であると考えることから、以下の

点についてお伺いいたします。 

  ①一部事務組合の負担金、事務事業の見直しの

考えや、今後の方向性についてお尋ねいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ３の一部事務組合の今後の

方向性についてお答えをいたします。 

  一部事務組合は、市町村の事務の一部を共同処

理するために設立する組合で、市町村単独よりも

広域で取り組んだほうが効率的である等の理由で

設立をされるものです。 

  これらの一部事務組合を構成する市町村につき

ましては、市町村合併により、設立当時とは構成

の枠組みが大きく変わってきております。現在、

本市では、那須地区広域行政事務組合、２つの消

防、市場、火葬場の５つの組合のほかに、栃木県

市町村総合事務組合において、事務の共同処理を

行っており、これらの組合の負担金額は、21年度

で約35億5,630万円となっております。今後は事

務の効率化を進めるため、組合ごとに構成市町村

と協議しながら、十分検討してまいりたいと考え

ております。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 今の答弁のとおり、この

栃木県市町村事務組合を除けば、旧７カ市町村、

県北の７カ市町村、那須郡ですか―の７カ市町

村で事務組合を形成していると思われます。それ

が実際、合併をいたしまして、今、２市１町での

事務組合の枠組みになっていると思います。その

２市１町で、現在例えば広域、那須地区広域事務

組合、私もそこの議員になっておりますので、そ

の中身はおおむね理解しているわけでございます

が、現実に広域事務組合としての事業自体が、昨

年ですか、昨年というか今年度ですか、いわゆる

那須塩原のクリーンセンターがそこから外された

という言い方をしていいのかどうかわかりません

が、事業として抜けました。そういった中で、そ

れでは那須塩原市の議員が３名行っているわけで

すが、しかしながら大田原クリーンセンターの審

議にも、私どもが参加をしているという。ちょっ
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と私はそこについては違和感を感じているわけで

す。あるいはと畜場の事業がありますが、果たし

てと畜場事業が広域事務組合としてやる事業なの

かどうかというのも疑問を実際に私は持っていた

ものですから、このような質問をさせていただい

たわけでございます。 

  広域でやったほうが、事務的にも経費的にも浮

くだろうという考えのもので、こういったものが

枠組みで設立されたと思いますが、今後、当然消

防も24年度の総務省の消防の編成等も考えなけれ

ばならないかと思われますが、そういったことも

踏まえますと、このままの状況でこれを進めてい

くのかどうか。先ほどの市長答弁では、組合ごと

に協議をしながら検討するという答弁がありまし

た。ぜひとも検討をしていただきたい、そのよう

に思います。 

  そのような中、那須塩原市の議会から、黒磯那

須市場、あるいは火葬場に議員がいる中で、その

議員の各議会の中でのお話をお聞きしますと、市

場と火葬場については、今後は指定管理者導入も

考えられるんではないかという案が出されている

というお話をお聞きしましたが、その点について

だけお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいま黒磯那須

共同火葬場組合の指定管理者制度の件でご質問が

ありました。この件につきましては、現在火葬場

組合、１名の職員、プロパー職員がおります。そ

のほか、業務運営に当たりましては、民間業者に

委託をしていると。その割合は、全体的に見ます

と７割近い状況にございます。そういったところ

で、いかに今後の経営を合理的に進めていくかと

いうことから、先般、10月でしたけれども、当組

合の議会がございまして、その中で全員協議会で

ありましたけれども、平成24年度に向けて指定管

理者制度を導入したいということでご説明をした

ところであります。今後につきましても、その方

向で事務的には進めていきたいということで考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ご質問の中で、市

場の関係が出てきました。現在、卸売市場事務組

合の事務につきましては、事務長、これは市の商

工観光課長が兼務という形になっておりますが、

組合の正規職員１名、そのほか臨時職員１名で行

っているところでございます。 

  今後の組合事務につきましては、指定管理とい

うお話がありましたけれども、ことしの10月に開

かれました組合の定例議会におきまして、今後の

組合事務について、指定管理等の委託も含めて、

事務局で検討するということになっております。

このため、現在事務局で検討を行っているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） ２つの事務組合において

は、現在検討中というご答弁だと思います。特に

火葬場については、24年に向けて指定管理者導入

を検討しているという明確な答弁がなされていた

と思います。 

  先ほど申し上げたように、消防については、24

年度の総務省の消防の関係があるかと思いますの

で、この件については、９月議会で敬清会の室井

俊吾議員からも、消防団含めてのお話がありまし

たが、答弁をいただいておりますので、理解して

いるところでございます。 

  広域事務組合について、今後どのような方針、

あるいは協議がなされるのかどうかについても、
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もし考えがあれば、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 広域行政組合の今後の

ことでございますけれども、先ほど議員さんがお

っしゃられたクリーンセンター、あるいはと畜場

の件ですけれども、広域行政においても、各部会

がございます。関係市町村で構成している各部会

がございますので、その中で協議をして、今後の

あり方については検討していきたいと、このよう

に考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 理解をいたしました。 

  それでは次の４の教育行政に入りたいと思いま

す。 

  将来に希望が持てる時代を創出し、子どもたち

が毎日笑顔で生活できるように、以下の点につい

てお伺いいたします。 

  ①小中学校適正配置基本計画にパブリックコメ

ント、あるいは地域説明会での意見等をどのよう

に取り入れたのか、お伺いいたします。 

  ②特色として、特認校制度を前面に打ち出して

いますが、導入するに至った経緯と内容について

お伺いします。 

  ③１年を経過した宿泊体験館メープル事業につ

いて、課題の集結、集約と申しますか―につい

ては、集結してはいるのか。また、課題があると

すれば、解決への今後のプロセスについてお伺い

いたします。 

  以上、３点について質問いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ４の教育行政についてお答

えいたします。 

  まず、①のパブリックコメントや地域説明会で

の意見等をどのように取り入れたのかと、②の特

認校制度導入に至った経緯と内容についてのご質

問は関連がありますので、あわせてお答えをいた

します。 

  昨年度に策定した那須塩原市小中学校適正配置

基本計画をもとに、関係住民説明会やパブリック

コメントを実施をし、数多くのご意見等をいただ

きました。それらをもとに、素案から本計画に取

り入れた主なものについてご説明を申し上げます。 

  第一段階の統廃合ですが、複式学級は、教育の

機会均等、公平性等を確保することが難しいとい

う観点から、早期に解決する必要性があると考え

ておりました。複式学級対象地区の数からも、子

どもの教育環境を考えると、一刻も早く統合して

ほしいや、スポーツ少年団などの集団活動ができ

ない等のご意見があり、複式学級の解消を最優先

に実施するものとしたものであります。 

  次に、特認校制度ですが、この制度は、通学区

域を前提としながらも、一定の条件のもと、ほか

の通学区域から、希望により就学できる制度で、

地域の核である学校を残す方策はないかとのご意

見もあり、教育委員会で検討した結果、特認校制

度を導入したものであります。 

  第二段階での統廃合につきましては、新しい高

林小学校や青木小学校など、まだまだ活用できる

学校を廃校にする理由がわからないや、大貫小学

校区や横林小学校区の生活圏は、関谷地区ではな

く西那須野地区である。さらに横林小学校はイン

ターが近く、大型量販店や病院も近くにあるので、

利用者増が見込めるなどの意見をもとに、第一段

階の特認校制度の導入とあわせて、統廃合判定の

ための基準児童数を設定し、その推移を見守るこ

ととしたものであります。 

  続いて、③の宿泊体験館メープル事業の課題と
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解決のプロセスについてお答えをいたします。 

  昨年度メープルを利用した児童生徒数は29名で、

そのうち14名が改善傾向が見られ、メープルと学

校、適応指導教室が連携して、段階を踏んだ復帰

支援をした結果、12名が学校に復帰をすることが

できました。このことは、メープルにおける体験

活動が、不登校児童生徒の学校復帰に対する心の

エネルギーを大きく高めているあかしであり、メ

ープルの運営は不登校対策の有効な手段であると

考えております。 

  しかし、29名という利用者は、本市の不登校の

児童生徒の13％にすぎません。今年度の利用者に

つきましては、現在46名で、昨年度より大幅にふ

えておりますが、さらにメープル利用を促進する

ことが課題であると考えております。これまでも

小中学校に対しては、メープル通信の配布やメー

プル職員の訪問による説明など、学校への啓発と

学校を通した不登校児童生徒、保護者への周知活

動を行ってきました。 

  また、サポートセンターの相談員が直接、不登

校児童生徒とその保護者に利用を促す働きかけな

ども行ってきたところです。今年度の利用者数の

増は、これらの啓発活動の成果といえますが、さ

らに利用促進を図るために、利用者のアンケート

の結果、実際の活動状況、利用して改善が見られ

た児童生徒の感想等を活用し、さらなる周知活動

と働きかけを行ってまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） それでは、順次再質問い

たしますが、まず、①の適正化配置の基本計画で

ございます。 

  先日、全協において、適正化配置の計画が正式

にお示しいただきました。今回のこの基本計画、

もともとこの適正配置については、約２年間の学

区審議会の審議をしていただき、通学区審議会で

すね。その答申をいただいて、教育委員会で検討

し、素案を出され、そして先ほど申し上げたパブ

リックコメント、あるいは地域の説明会等々があ

りまして、今回の計画が立たれたというこの流れ

があります。しかしながら、通学審議会の答申、

そして素案、今回の計画、この３つの答えが、一

貫性がないと。申し上げますと、一貫性がないよ

うな気がいたします。今回、素案をお示しして、

地域の説明会、パブリックコメント、私も高林中

学校での説明会に参加をさせて、そのときの意見

等々を、地域の方々の意見等を聞きました。その

意見等あるいは横林小学校が陳情等を出してきた

という経緯等を踏まえた中で、今回の基本計画が

できた。何かその意見等を取り入れてしまったと

いうような気がしてなりません。執行部として、

この教育委員会として、もっとしっかりとした計

画をお示しをしていただいてほしかったという思

いがあります。この件について、大変厳しい質問

になるかと思いますが、教育長、お考えを示して

いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまのご意見でござ

いますが、学区審議会、適正規模、適正配置の諮

問をお願いしまして、この議会でもその質問に対

して、たびたび審議会の答申を最大限に尊重する

というふうなお答えを繰り返してきまして、その

後、最終答申をいただきまして、素案をつくった

ところでございます。その中の骨子として、私は、

教育の機会均等、それから公平性を確保するとい

うふうなことを基本として、那須塩原市小中学校

の全体として、教育の機会均等を前面に押し出し

たと、こういうふうに考えておるところでござい

ます。その結果、素案をもとに地域説明会を行い、
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地域住民の意見、それからパブリックコメント等

をしっかりと受けとめ、これを先ほど議員のほう

では、全部特定の学校の意見をのみ込んでしまっ

たのではないかというふうなご指摘がありました

が、私どもは地域の保護者、地域住民としっかり

と将来の学校の姿を見定め、そして那須塩原市に

通う児童生徒がしっかりと全員が機会均等、教育

の機会を受ける機会均等をしっかりと受けとめら

れるというふうな方針を、案の中で述べられると

いうふうな方針から、今回の成案として、この前、

議員全員協議会に発表したところでございまして、

３つの審議会の答申、それから教育委員会の素案、

そして今回の成案という形では、しっかりとした

方針は貫いているかと、こんなふうには思ってい

るところでございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） ただいまの教育長の考え

方等々については、私も理解するところでござい

ます。子どもたちのいわゆる教育の均等というこ

とについては、確かにそのとおりだと思いますし、

また、逆に言うと、意見を聞いた、あるいはパブ

リックコメントを聞いたという意味では理解をす

るところでございます。 

  ただ、先ほども申し上げたように、例えば青木

の方々が例の説明会の中で、青木小学校は新しい

し、例えば、どうせつくるんだったら、高林中学

校との小中一貫校で、素案の中では中学校の隣に

小学校をつくって小中一貫校をつくると。高林、

穴沢、戸田、青木を１校にして統合してやるとい

う素案があったことに対して、大変厳しい質問等

があったかと思います。あるいは質問だけじゃな

くて、別な案を出されたかと思います。そういっ

た中で、今回は青木が抜けたというか、これから

質問をなされます特認校のほうになっていったと。

あるいは先ほど申し上げたように、横林小学校の

陳情等があった中で、それがあったからどうのこ

うのじゃなくて、関谷小学校に金沢小学校だけが

入っていったと。今回の特徴として、特認校とい

う形を出されたわけでございます。 

  今回の目的自体、もちろん先ほど教育長が説明

した、ご説明の信念は理解するものでございます

が、いわゆる複式学級を解消するというのを最優

先になられました。以前の素案の中では、解消し、

小規模校の適正規模化を目的とするというのを、

今回は解消のためということの目的が、これ変更

になりました。この辺の変更していくことについ

ての所見を少しお伺いいたしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 適正規模、適正配置の最

終的な理念というふうなものはしっかりと加えて

おりますので、今回の成案を発表する際も、基本

方針は変えていないということを説明したところ

は、今のところでございまして、その最終合意、

つまり適正規模、適正配置に持っていく前段階と

して、それでは段階的にどんなふうなことをしっ

かりと私どもも見直し、そして考えなくてはなら

ないかということを、教育委員会として考えたと

ころでございます。その結果、今現在、喫緊の課

題としましては、やはり複式学級の課題を第一段

階にして、それから特認校で、地域との協力の中、

適正規模の前段階の、いわゆる児童数の確保とい

うふうなもの、これがどのくらい達成できるか。

そしてその後、やはり適正規模、適正配置の中で、

また地域との関連を考えながら、将来的には適正

規模、適正配置の基本方針に結びつけていきたい、

こういう考えで今回の成案を発表したところでご

ざいます。 

  ですので、そこまで急々に持っていくというこ

とではなくて、じっくりと地域と考えながら、信
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頼をベースにして、そして将来の適正規模配置に

結びつけていくというふうな考えで、今回の成案

に結びつけました。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 今の教育長の答弁で理解

いたします。 

  今回、第一段階、そして第二段階という段階を

設けたということは、私は理解をするところであ

ります。そういった段階も踏まえて、この適正配

置計画をつくっていただいた。そういう意味では、

地域住民に対する説明等も含めまして、十分に今

後検討する期間ができたのかなと思うところでも

あります。その辺も踏まえて、今後しっかりと本

当に地域住民、先ほど答弁の中にもありましたが、

学校というのは、地域の核である学校を残したほ

うがいいという意見等もあるという答弁が今なさ

れました。そういったところも踏まえて、しっか

りと検討していただきたい、そのように思います。

①についてはそういうことで、終わりにいたします。 

  ②特認校については、大体想定するご意見なの

だと思っておりました。ただ、これ、例えば特認

校に先生方のいい悪いというのはつけがたいです

が、例えばあの先生があそこの小学校に行った。

特認校の学校に行ったからといって、では、うち

の子どもそこにやりたいと。そういう考えを持っ

て、そこに通学するということもあり得ると思い

ます。あるいは、そういうところにそういう先生

を求めて集まるという可能性もなきにしもあらず

という、その辺の判断についてはどのようにお考

えか。お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） まず、特認校でございま

すが、地域と、それから学校の経営方針、つまり

今現在も那須塩原では、小中学校の特色ある学校

づくりということで、教育委員会が支援をしてい

るところでございますが、さらに学校の経営方針

だけでなく、地域の特性をしっかりととらえ、そ

して地域住民と保護者、そして学校、これが三者

一体となって、行きたい学校、それからいたい学

校、そういうふうに存在、いたいという以外を求

める学校、こういうふうなものを全員でつくって

いく、こういうふうなのが特認校の基本方針でご

ざいます。そういう中で、職員はやはり３年ない

しは５年、そして教員の異動の中で、同一校10年

とかという、そういうふうな以上にはそこに残さ

ないという縛りをつくったりして、教職員の異動

を考えているところでございますが、実際に今、

議員が言ったような、それぞれ特色を、資質のす

ばらしい教員もいるし、また、並みの教員も。さ

まざまな十人十色で教員がおりますけれども、そ

の教員の能力、特定の能力だけを求めて、児童生

徒が異動するということではなくて、学校の経営

が地域の中でどのように特色を出して、そして校

長以下全職員と地域の人たちがあわせてつくった、

その特色の中に、どのように児童生徒を引き込め

るかということですので、今のような特定の教員

という心配は今考えていないところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 教育長のおっしゃってい

るところはよく理解するところでございますが、

しかし現実に、お子さんたちあるいは保護者さん

たちが、そういった形での通学の変更をされるの

ではないかという心配を私はしたわけでございま

す。教育長の申し上げていることはよくわかりま

す。 

  そういった中で、それはそれで理解をいたしま

すが、例えば88名の生徒数をこの特認校の最低限

の数ということでございます。第二段階でそうい
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ったものが達成しなければ、統廃合も含めて検討

するという。そういう中で、先ほども申し上げま

したが、しっかりとした説明、地域の方々の理解

を得られるような議論をしていただきたい、その

ように思っております。 

  それから、次に、③のメープルの件についてお

伺いします。 

  この件についても、９月議会で質問をされまし

た。そのときに、当然ながら利用した人数とか、

いわゆる数のことは説明を受けておりますので、

理解をしておりましたが、そこで、教育長の答弁

の中で、当然ながら費用対効果、教育というもの

は、費用対効果で図れるものではない。当然その

とおりだと思います。しかしながら、このメープ

ル利用した方が29名。那須塩原市の不登校の生徒

数の13％である。流れ的には12名が学校に復帰し

た。これはこれとして、不登校対策の有効な手段

であるという教育委員会の考えは理解するところ

でありますが、果たしてこのメープルの取り組み

によって、この12人が学校に復帰できたのかどう

か。あるいは別な方法もあったのではないか。そ

ういったことを考えますと、このメープルの年間

の、費用対効果のお話になってしまいますが、

3,000万ちょっと使っております。逆に考えます

と、１人当たり100万ちょいの経費がかかってい

るわけですよね。これは納税者であります市民に

理解を得られる範囲なんでしょうか。それが１点。 

  それと、錦町に宿泊ではありませんが、同様な

施設があります。その同様な施設との連携と申し

ますか、かかわり方、あるいは先ほど申し上げた

中で、このメープル自体の本来の今後の管理運営。

今いる例えば人数で、今の施設の形でやっていく

に当たっての管理運営の見直し等々を含めて、今

後検討する余地があると私は思っておりますが、

それについてご答弁をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） 現在、館長と教育指導員

が６名、養父母の計９名ということで、職員は対

応しております。前回の議会で、私のほうで費用

対効果というのは問題にしないという答弁をしま

したが、これはやはりいわゆる学校に行けない児

童生徒の苦しみ、それから、それを抱えた親の苦

しみと、こういうふうなのは、やはりお金が計算

はできないというのが変わらないところでござい

ます。 

  そういう中で、今回、開館してから約１年経過

し、そしてある程度の実績も出てきました。それ

が先ほど議員も理解していただきました不登校児

童生徒の約13％の利用、つまり29名の中で12名が

復帰したという、これがやはり実際の実績かなと。

そして、その結果から、やはりこのメープルの運

営に関しましては、不登校対策については、これ

は効果があるんだというふうな考えでは、今現在

職員、また教育委員会では考えているところでご

ざいます。 

  今年度はやはり、去年の反省をもとに、周知活

動、つまり利用者が少ないというのは、私どもも

理解しているところでございますので、これをし

っかりと周知活動を踏まえ、そして利用児童生徒

をふやすというふうなことをするのが課題かなと

いうふうに考えておりますので、今後ともこれを

しばらく続けたいというふうには思っているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） メープルについては、ま

だ１年経過という経緯もありますので、この時点

でどうのこうのではございませんが、しっかりと、

今９名の方でやられている。その辺の数も含めま

して、管理運営、維持管理も含めまして、十分検
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討していただきたい、そのように思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

  これで教育行政については終わりたいと思いま

す。 

  最後になりますが、５番目として、福祉行政に

ついてを質問いたします。 

  市民のだれもが安心して生活できるよう、福祉

施策の充実を望み、以下の点についてお伺いいた

します。 

  ①今後の介護施設の整備計画は、どのような予

定になっているのか、お伺いいたします。 

  ②介護施設の新設に伴う介護職員は十分に確保

できるのか、お伺いいたします。 

  ③介護職員の待遇改善が必要と思われますが、

現況をどのようにとらえるのか。また、現在、国

の基準に介護職員処遇改善交付金等がありますが、

利用状況と期限が終了後、市としては支援が考え

られるのか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ５の福祉行政について、①

の今後の介護施設の整備計画についてお答えをい

たします。 

  第４次那須塩原市高齢者福祉計画及び第５次計

画の前倒しを含めた施設の整備は、喫緊の課題で

ある特別養護老人ホーム待機者300人の受け皿と

して、また、今後確実に増加し続ける認知症高齢

者に対応するために必要な介護サービスの基盤整

備を進めるものであります。平成23年度末までに、

小規模多機能型居宅介護事業所６カ所、認知症対

応型共同生活介護事業所５カ所、小規模特別養護

老人ホーム３カ所、認知症対応型通所介護事業所

４カ所、合計18の施設を整備する予定となってお

ります。 

  計画施設のうち、今年度整備中のものは、小規

模多機能型居宅介護事業所の単独型が塩原地区に

１カ所、認知症対応型共同生活介護事業所との併

設型が高林地区に１カ所です。また、既に整備法

人を選定し、準備を進めているものは、地域密着

型の小規模特別養護老人ホームが、稲村地区、高

林地区、西那須野東部地区にそれぞれ１カ所、認

知症対応型共同生活介護事業所と小規模多機能型

居宅介護事業所の並立型が西那須野東部地区に２

カ所です。さらに、今年度中に整備法人を選定し、

整備する予定のものは、市内全域を公募地域とす

る認知症対応型共同生活介護事業所と、小規模多

機能型居宅介護事業所の併設型が２カ所、認知症

対応型通所介護事業所が４カ所となっております。 

  次に、②の介護施設の新設に伴う介護職員の確

保についてお答えをいたします。 

  本市の18カ所の施設整備に伴い、必要となる介

護職員は、おおむね200人と考えておりますが、

厚生労働省の発表によると、有効求人倍率や離職

率の指標が改善されつつあり、全国的には介護人

材の確保はそれほど困難ではなくなっているとの

見解を示しておることから、確保できるものと考

えております。 

  次に、③の介護職員の待遇改善についてお答え

をいたします。 

  施設整備計画にあげているサービス類型別の市

内施設・事業所サンプル調査によると、常勤の介

護職員の平均賃金は22万9,000円となっておりま

す。また、厚生労働省の平成21年賃金構造基本統

計調査では、全産業での常勤労働者の全国平均賃

金の水準が31万8,000円。福祉施設介護員は21万

4,000円となっております。勤務形態や職種及び

必要な資格等からすると、低い傾向にあると考え

ております。 

  次に、国の介護職員処遇改善交付金の利用状況

についてでありますが、平成21年度の申請率が、
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全国平均では80％、栃木県では79％でした。また、

平成22年度分の申請は、全国で82％、栃木県で

80％とのことです。当該交付金終了後の本市の支

援についてでありますが、介護職員の待遇改善に

つきましては、市としても重要な課題と考えてお

るところでありますが、基本的には介護報酬改定

で対応すべきものと考えており、今後国の対応、

動向を注視してまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 介護施設整備計画。那須

塩原市で、計画からいきますと、18カ所の計画が

あるという答弁をいただいたと思います。これは

特別養護老人ホームの待機者が300名の受け皿と

して、そういった施設をつくるんだという答弁だ

ったかと思います。これは300名の待機者がいる

というのは、私初めてこれを理解したわけでござ

いますが、この300名の待機者、18カ所の施設を

つくれば、当然ながら全員待機者ゼロとなるのか

と思いますが、その辺についてのご所見をお願い

したいと思いますが、もう一つ、先日も報道であ

りましたが、いわゆる介護保険料というものが、

現状よりも、このままいけば5,200円ぐらいに上

がるんじゃないかという報道がありました。その

辺のことについて、ちょっとご説明をお願いでき

ればと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） それでは、第１点

目の待機者解消になるのかという部分について、

まずお答えいたします。 

  特養に関する待機者は、市長答弁で述べたよう

に300人でございますが、18施設つくることによ

って、118人の待機者の解消ができるという状況

にございます。ですから、全部オーケーという形

ではありません。 

  それからもう一つ、保険料でございますが、も

ろもろ新聞報道等で、うちのほうでいうと第５期

計画になるわけなんですが、それらの保険料でご

ざいますが、まだ具体的な計算には入っておりま

せんが、おおむね現在の4,800円が5,000円台とい

う形のものは、数字的にはおおむね合っているか

なというふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） 大変私も勉強不足であれ

なんですが、この介護施設等々には、さまざまな

名称があって、どれがどうだか、私には余り理解

できないところがありますが、いろんな受け皿が

あるんだなと思いました。今の答弁だと、118人

の分、18施設で118人の分は大丈夫だということ

ですが、実際にはこれでいきますと、残り全然

200人弱がまだまだ待機されているという状況な

のかと思います。今後そういったものも含めて検

討していくのかなと思いますが、これ大変難しい

問題なので、今回私は、９月議会で大野議員が、

介護を受ける側の質問をされたと思います。今回

私は、介護をする側のほうの質問をさせていただ

いているわけでございますが、整備計画について

は、このような状況であるというのは理解をいた

しました。 

  それで、２番と３番が、いわゆる今度は職員、

介護職員の件について質問をしたわけでございま

す。おおむね18カ所で200人ぐらいの職員が必要

であろうと。これはいわゆる、何と申しますか、

基準に対しての人数だと思います。今、これも報

道関係でよく騒がれておりますが、介護職員、あ

るいは特に気になるのが、いわゆる在宅で介護さ

れている方、例えばせがれさんであり、娘さんで

あり、そういった方々の、本当にぎりぎりの生活、

きのうもたまたま11時ごろですが、栃木県の小山
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市のちょっと例をテレビでやっておりました。７

年間父親の介護を見ていると。27歳の女性が、娘

でございますが、当然仕事もやめ、７年間父親を

見て、現在34歳であります。はっきり申し上げま

して、娘さんのいわゆる生活というものがもう一

変して、母親がおるわけでございますが、母親が

事情があって介護できない。娘の人生を、何とい

うんですか、とってしまったような発言がありま

した。 

  そういった現状がある一方で、こういった施設

があるわけでございます。そういった施設の中で、

職員が、実は就職して働いていても、簡単に申し

上げますと、早期に退職してしまうといった状況

があるのは現実だと思います。そういったものを

何とか解消できなければ、この介護保険の実態、

保険のこういったサービス自体が壊れてしまうん

ではないかと危惧するところであります。当然な

がら、これは国の施策でありますから、地方自治

体が云々というところまではいかないのかと思い

ます。 

  職員の待遇について、いろんな待遇、各施設で

やっているわけですが、決して高い賃金でないと

いうのは、この行政としても認めているわけであ

ります。それを何とか改善をし、しっかりとした

介護職員としての仕事をさせなければならないと

いうのが現実にあるのかと思いますが、そこにつ

いて、本当に職員皆さんの、行政として、その辺

についてかかわることについて、どのように思わ

れますか、お願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 職員の定着化とい

いますか、そういう部分だと思いますが、まず、

先ほど市長答弁しましたとおり、低いという賃金

体系にあるかなというふうに思いますが、そのほ

か勤務条件、あるいは福利厚生面での待遇等につ

いても、改善していかなきゃならないということ

で、先月の25日に、国のほうでの意見書という形

でまとめられたものが出てきたかと思うんですが、

その中でも、今のような形での、いわゆる介護報

酬的な部分の改定も含めて論議されているところ

でございますので、その辺について十分、行政と

しても見守っていきたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） そういう動きがあるとい

うことを聞いて安心はするところでございますが、

いずれにしても、各施設において、職員はぎりぎ

りの人数で、24時間体制、非常に過酷な業務をこ

なしているわけであります。待遇や、あるいは体

力の限界で職場を離れる人が大変多いと聞いてお

ります。 

  私もある施設のちょっと監査をやっている関係

上で、上期、下期と監査に行くわけですが、現実

いきますと、20人弱の人数の中、３分の１が入れ

かわっていると。特にそういった状況がある中で、

全員が臨時職員なんですね。正職員じゃないんで

すね。全員が臨時職員。そのような状況にあるこ

とも、もちろん把握しているとは思いますが、こ

ういった職員の方々の改善というものをしっかり

とやっていただきたい、そのように思うところで

ございます。 

  また、先ほどこういった中での、いわゆる体力

だけではなくて精神的なメンタル面で悩んでいる

職員もおります。そういった面で何か対策をする。

あるいはそういった方々の苦情を聞いたり、そう

いったことをする場というものが、今あるのかど

うか。あるいはないとすれば、今後どのようなそ

ういったものを設けるような対策があるのかどう
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かをお聞きします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 介護制度そのもの、

大きく包括支援センターの中での集まりでありま

す協議会等ができております。そこの中でも、そ

ういった部会も開かれておりますので、そういう

中で要望あるいは実情等も把握し、また施設等も

見ながら詰めていきたいというか、検討というか、

情報交換をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 26番、相馬義一君。 

○２６番（相馬義一君） わかりました。 

  時間もなくなりました。私の会派代表質問、大

きく５項目やったわけでございます。特に最後の

この福祉関係、これからの事業と申し上げますか、

これからの高齢化社会を踏まえて、大変必要な部

門だと思います。皆様方の理解を得まして、しっ

かりとしたサービスができるよう、ご期待を申し

上げるところでございます。 

  私の敬清会としての会派代表質問を、これをも

ちまして終わりにしたいと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 先ほどの答弁で訂

正がございます。 

  第４期の保険料、私、「4,800円」と申し上げ

ましたが、「4,000円」でございます。申しわけ

ございません。訂正いたします。 

○議長（君島一郎君） 以上で敬清会の会派代表質

問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩といたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 植 木 弘 行 君 

○議長（君島一郎君） 清流会代表、17番、植木弘

行君。 

○１７番（植木弘行君） 皆さん、こんにちは。清

流会を代表いたしまして、17番、植木弘行でござ

います。会派の代表質問を行いたいと思います。 

  きょうはたまたま12月３日、私の誕生日でござ

います。議員になって以来、登壇して質問する日

が誕生日だというのは初めてでございます。何か

記念になるような、そんな日と思って質問をさせ

ていただきたいと思います。 

  最近国内では、政治経済の混迷と将来不安が

長々と横たわっているようです。外からは、どう

なる尖閣諸島、北方四島問題。さらに近隣国では、

まことに残念なことに砲弾が撃ち込まれ、死者が

出ていると報道されております。成熟したと思わ

れた我々の社会においても、言葉だけ成熟してい

るのかな、そんなふうに思えてなりません。いず

れも困ったものだと思っております。 

  特に最近、約束は守っていても、守ってくれる

とは限らない。みずからがきちんと対応していて

も、他がそうするとは限らない。とにかくどこか

が変わってきていると思えてなりません。何かよ

い特効薬がないかなと、こんなふうに思う日ごろ

でございます。 

  それでは、気を取り直して、私の代表質問に入

りたいと思います。 
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  １、西大和地区市街地再開発事業について。 

  西大和地区に中心市街地の活性化施設アクアス

（市街地再開発事業）が昨年７月にオープンした

が、利用状況を含めた現況と経営状況について伺

う。 

  ①施設の利用状況及びイベントなどの開催状況

を伺う。 

  ②テナントの出店状況を伺う。また、飲食店、

食事どころが少ないように思えるが、募集はどの

ようにされているのか伺う。 

  ③現在の出店状況で経営は成り立つのか伺う。 

  ④市商工会のかかわり方及び支援対策について

伺う。 

  ⑤今後の運営方針及び経営方針。新たな事業の

取り組みなどについて伺う。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 17番、清流会、植木弘行議

員の会派代表質問にお答えをいたします。 

  １の西大和地区市街地再開発事業について、順

次お答えをいたします。 

  そすいスクエア「アクアス」は、西那須野地区

中心市街地活性化基本計画の基盤整備事業で、西

大和地区市街地再開発組合が整備をしたものであ

ります。この施設は、民間法人が所有し、管理運

営は株式会社西大和開発が行っております。 

  ご質問につきましては、運営会社からお聞きし

ました内容でお答えをさせていただきます。 

  ①の施設の利用状況及びイベントなどの開催状

況についてでありますが、オープンからの利用者

は120万人とのことであります。イベントにつき

ましては、ビューティフルサンデー、そすい店祭

りなどを開催し、入場者が年間３万人あったとの

ことであります。 

  次に、②のテナントの出店状況でありますが、

現在、出店店舗は14店となっております。まだ空

き店舗がありますことから、出店希望者を募集し

ていると聞いております。 

  次に、③の経営は成り立つのかと、⑤の今後の

運営方針及び経営方針、新たな事業の取り組みに

ついては、関連がありますので、あわせてお答え

をさせていただきます。 

  経営につきましては、長いスパンでの経営を考

えていきたいとの意向と聞いております。 

  次に、④の商工会のかかわり方及び支援対策に

ついてお答えをいたします。 

  この施設は、西那須野地区中心市街地の活気と

にぎわいの場を創出する目的で整備されておりま

すことから、市も西那須野商工会や地元商店街と

連携し、この施設を活用したイベント事業等を積

極的に支援してまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 簡明にお答えをいただい

たようでございます。 

  お答えの内容の中で、あるいは中から外れたも

のもあるかもしれませんが、この西大和地区市街

地再開発事業には、相当の補助金が交付されてお

りますので、その関連として、内容についてお伺

いしてまいるものでございます。 

  活性化施設アクアスは、オープン以来、中心市

街地活性化に寄与してきたとは思っております。

西那須野地区市街地活性化の中核をなす事業だと

認識しております。そういうことから、活性化施

設アクアスのグランドオープン、昨年９月と聞い

ておりますが、この総事業費はお幾らぐらいだっ

たのか。事業費についてと、補助率は国、県、市

どの程度あったのか、お伺いさせていただきます。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 西大和地区の再開発事

業で、事業費的には19億3,200万円。そのうち補

助金としまして、国、県、市の補助金が14億

5,900万円、率でいきますと75％ぐらい補助金が

入っているという形になります。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ありがとうございます。 

  事業総体で19億3,200万円。補助が14億5,900万

円。結構な補助が入っておったと思っております。 

この補助の金額を云々と言っているわけではない

んです。これは、この事業、西那須野、この西大

和地区の中心市街地の活性化、商業のにぎわい、

こういったものを図るために事業展開されたもの

と認識をしているわけでございますが、私の認識

は間違っているようでしょうか。あるいは当局の

お考えはどうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） この西大和地区の

市街地再開発事業の中での整備されたアクアスに

つきましては、当然今おっしゃいましたように、

中心市街地のにぎわいの場をつくるということと、

大型スーパーが撤去した後を受けまして、まちな

かに住む高齢者の方の生鮮食料品の購入のニーズ

にこたえるスーパーの誘致等の目的も踏まえて整

備されたものということで、議員おっしゃるよう

な形で整備されたものと認識しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） わかりました。私の思っ

ていることが大きく外れているわけではないと認

識されましたので、以下質問をしてまいりたいと

思います。 

  まず、オープンが去年のグランドオープンとし

て、９月からと、何かの資料で私のほうで見てお

りますが、オープンからの利用者は120万ぐらい

あると、このように答弁されておりますが、この

株式会社西大和開発ですか。こちらのほうの募集

広告やテナントの募集などの資料を見ますと、オ

ープンから160万人ぐらいこの施設を利用してい

ると、このような内容でうたわれておりますが、

40万ぐらいの差があるんですが、どちらが正しい

とか、正しくないとかという問題ではないかもし

れませんが、そのとらえ方としては、どういった

とらえ方で120万というふうになってきたのか、

お答えいただきます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 先ほど答弁しまし

た120万人という数字でございますが、これにつ

きましては、管理会社の方からお話を伺った形で

答弁をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 管理運営会社のほうのお

答えで、そのような数字が出たと、こういうこと

でございますね。それはそれで、じゃ、了解をい

たします。ただ、募集広告のほうがたまたま160

万人と、こんなふうになっていたと、こういうこ

とで、後で場合によってはご訂正をいただいたほ

うがいいのかななんというふうにも思いますが、

事業所の募集でございますので、私のほうからは

差し控えたいと思います。 

  それから、質問が変わりますが、ビューティフ

ルサンデーとそすい店祭りは、オープン以来、そ

れぞれ何回ぐらい開催され、どのような内容で、

それぞれの入場はどの程度の入場があったのか。

とらえていたらお答えいただきたいと思います。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） そすい祭り等のイ

ベント内容のお尋ねでございますが、グランドオ

ープン以来、いろんなイベントをやっております。

このビューティフルサンデーというのは、毎月開

催されておりまして、入場者が約4,500人程度と

いうことでございます。 

  そすい商店祭りにつきましては、７月に開催を

しまして、入場者が1,000人ぐらい。そのほかア

ウトレット祭につきましては、10月、４月という

ことで、２回開催されまして、入場者が650人。

そのほか音楽コンサート、５回ほど開催されまし

て、入場者が600人。あとは１周年のイベントが

９月に開催されまして、これが入場者が5,000人

ということで、このほか細かいイベントが９つほ

どあったというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 大体内容についてはわか

りました。ただ、お聞きしたいのは、このイベン

ト自体を主催してとり行っているのは、いわゆる

西大和開発のほうで直接とり行っているのか。ま

た、話は違いますが、西那須野商工会の中に、株

式会社まちづくり西那須野がございます。こちら

のほうでもさまざまなイベントを取り扱っている

というような、あるいは実施しているというよう

にお聞きをしておりますが、今お話されましたイ

ベントは、この施設独自のものなのか。商工会の

まちづくり西那須野と共催あるいは連携でやって

いるものなのか。その辺はどうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） イベントの実施主

体というお尋ねでございます。 

  この中心市街地の活性化事業の推進母体は、今、

議員おっしゃいましたように、株式会社まちづく

り西那須野で、この事務局が西那須野商工会とい

う形になっております。展開されておりますイベ

ント等につきましては、市のまちづくりに関する

ソフト事業がございます。そういった事業と、商

工会での事業もございます。そういった市と商工

会と、この運営会社と連携して取り組んでいると

いうふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 西那須野商工会あるいは

株式会社まちづくり西那須野、それから、この当

の施設の管理運営会社ですか。連携して行ってお

るということでございますので、今後のまちづく

りのためのイベント活動、あるいは集客活動、市

民が喜んで、あるいは楽しみながら、この施設を

利用できるように、今後さらに展開をしていただ

くことを要望しまして、この①については終わり

ます。 

  ②テナントの出店状況から、また、飲食店、食

事どころが少ないように思えるということに対し

ましては、出店14店、あとは空き店舗を募集して

いる。主にそんな答弁だったかなと思いますが、

この施設、アクアスには何店舗入れる計画になっ

ているのか。あるいは飲食店、食事どころについ

ては、何らお答えがありませんでしたが、お答え

をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 飲食店等のお尋ね

でございます。 

  まず、出店店舗に関してでございますが、出店

店舗は14店ということでお答えしました。これは、

全体が25店舗ございまして、その中で14店舗が出
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店されているということでございます。 

  それとあと、食事どころというお話でございま

すが、確かに私も何度か行きましたけれども、食

事どころは少ないといいますか、余りないという

ことで、現在、商工会が県の商店街活性化再生の

空き店舗活用型の事業を取り入れる中で、２階に

多目的キッチン「狩野」というのをオープンさせ

ているという状況にございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 食事関係につきましては、

２階に多目的対応として、狩野というところが出

店されているということでございますので、少し

はほっとしたところでございます。せっかくの施

設があるんですが、利用客がやはり少しくつろい

だり、あるいはおなかがすいて食事をしたり、あ

るいは会話を楽しんだり、そういう部分が見当た

らないので、ぜひそういった部分をというつもり

もありましたので、少しでも、１件でもでき上が

ってくれば、ありがたいものだなと思っておりま

す。引き続きもう１回ぐらい、喫茶店か、軽食レ

ストランか、何かそういったものが入ると、さら

ににぎわいを創出することができるのかなと、こ

んなふうに思いますので、その辺のことも、この

施設の経営母体のところへお話をいただければあ

りがたいなと思っております。 

  それから、この25店舗予定の中に、14店舗、

50％ちょっと切れるぐらいですが、外の店舗、空

き店舗があることになりますので、このＰＲとか、

あるいは空き店舗に対する店舗募集の活動、どん

なふうにされているのか、その辺はお聞きしてま

いりましたか。もしお聞きしてあれば、お答えい

ただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） テナントの募集に

つきましては、アクアスのホームページでそうい

った募集をしているということと、アパートあっ

せん業者の方ですね。賃貸業の方にもお願いをし

ているといったふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ぜひさらなる努力をして

いただきまして、１日でも早くこの全店舗が埋ま

るようにご努力をいただきたいと、私のほうから

も、再開発事業を行って、その結果、完成しまし

たアクアスでございますので、管理会社のほうに

お伝えをいただければありがたいなと思っており

ます。市民も、私だけじゃなくて、そのように思

っている方がたくさんいると推測をしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、次にまいります。 

  現在の出店状況で経営は成り立つのかと、こう

いうふうに伺いましたが、長期的スパンで考えて

いると、経営者らしいお答えかなというふうにも

思っております。ただ、一般の自己資金ですべて

ご商売を立ち上げて、施設をつくって、それで活

用、運用している場合には、それでも十分理屈は

通ると思いますが、何しろ19億のうちの約14億、

こういうふうな補助をいただいてできている施設

でございますので、少しでも早く経営が成り立つ

ようにご努力いただいて、今後のこの地域の活性

化に努めていただければありがたいなと思います。 

  そこで、通常はテナントが全部埋まって経営が

成り立つものと私は思うのですが、どうでしょう

か。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 経営状況につきま

しては、管理会社の方にもお伺いしました。決算
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期が12月ということでございますので、そういっ

た数字を見て、経営者の方で今後の対応をすると

いうふうにも考えていただけるんではないかと思

っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 了解をいたしました。決

算の内容が少しでも前向きの決算の内容になって

いることを期待したいと思います。 

  それでは、③については終わります。 

  次に、④商工会のかかわり方及び支援対策につ

いて伺います。 

  ここでは、市も商工会も地元商店街も連携して、

この活性化事業に取り組んでいく、そういう意味

合いの答弁があったと思いますが、この市と商工

会、それから地元商店街と連携して施設を活用し

たイベント事業等、積極的に取り組んでいくわけ

でございますが、今まで、先ほど答弁がありまし

たイベントや音楽祭やその他の催しものですか。

こういったもののほかに、新たにこの施設を積極

的に支援していこうというふうな何か施策、方策

は、市あるいは商工会あるいは商店街の中で計画

されているものがございましたら、ご答弁いただ

きたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） この中心市街地活

性化事業の中で、アクアスだけにこういったイベ

ントの支援をするということじゃなくて、全体、

当初の目的であります西那須野中心市街地の活性

化という面からでございますので、アクアスだけ

に特化した事業というばかりではありませんけれ

ども、今後のそういったイベントの取り組みにつ

きましては、当然株式会社まちづくり西那須野、

商工会事務局がございますので、それに対する補

助、そのほかまちづくり活動支援事業としまして、

先ほど空き店舗があるというようなお話しもあり

ましたけれども、アドバイザーの派遣とか、ある

いはアトリウムの利活用の検討とか、そういった

部分も含めて検討して、支援事業の中でやってい

きたいと思っていますし、あと、まちづくりイベ

ント活動の支援の中では、イルミネーションの装

飾とか、これからクリスマスがあるわけですが、

そういったものについての支援など、先ほど言い

ましたように、市と商工会と管理会社と連携しな

がら進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 随分頭の中が整理されて

きました。 

  一たんこの施設が完成しまして、１年ぐらいた

つわけでございますが、どこがどういうふうにか

かわって、どういうふうな連携をして、どういう

ふうになっているのか。この辺がちょっとはっき

りつながらなかったものですから、細かい質問を

ちょっとさせていただきましたが、市と商工会と、

それから地域の商工会ですか。こういったところ

に株式会社まちづくりなども加わって、連携して

物事をよりよい方向へ進めていくんだと、こうい

うふうなことがわかりましたので、安心している

ところでございます。少しでも今後、この西那須

野、西大和地区がにぎわいがあり、それから中心

市街地として、しっかりと将来まで成り立ちます

ように、施設の活用には期待をしているところで

ございます。 

  終わりに、この事業がいわゆる成功裏に終わる

ように、地元の住民の１人として心から願って、

この項の質問を終わりたいと思います。 

  それでは、続きまして、２項目目、シルバー人

材センター事業についてに入ります。 
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  高齢化社会に向けての取り組みは、緊急かつ重

要な課題であり、シニア世代が活躍しているセン

ター業務についてお伺いをいたします。 

  ①シルバー人材センターの仕組みについて伺う。 

  ②黒磯、西那須野、塩原地区の発注者区分、契

約金額（平成20年度、21年度）について伺う。 

  ③受注から作業完了に至る業務の流れと就業割

り振りについて伺う。 

  ④平成14年ごろから就業率が低下していること

と、未稼働者について伺う。 

  ⑤会員数と事業収入の今後の推移について伺う。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ２のシルバー人材センター

事業について、順次お答えをいたします。 

  ①のシルバー人材センターは、高齢者の雇用の

安定等に関する法律に基づき設立された社団法人

であり、働く意欲のある60歳以上の高齢者を会員

として、公共や民間から受注した業務を会員の能

力や希望、状況に応じて提供するとともに、高齢

者の多様な社会活動を援助して、生きがいづくり

と福祉の増進を図り、活力ある地域社会に寄与す

ることを目的としており、国、県及び市の支援、

指導を受けながら、会員の総意と主体的な感覚に

より運営する組織です。 

  ②の各地区の発注者区分、契約金額についてお

答えをいたします。 

  まず、黒磯地区の平成20年度の実績は、公共事

業が526件で6,564万円、企業が727件で7,520万円、

一般家庭が1,403件で2,892万円、公社公団が64件

で473万円、その他が24件で202万円です。また、

平成21年度の実績は、公共事業が555件で１億353

万円、企業が708件で7,144万円、一般家庭が

1,348件で2,468万円、公社公団が55件で544万円、

その他が26件で106万円です。 

  次に、西那須野地区ですが、平成20年度の実績

は、公共事業が340件で4,106万円、企業が731件

で4,726万円、一般家庭が2,067件で4,417万円、

公社公団が36件で462万円、その他が12件で81万

円です。また、平成21年度の実績は、公共事業が

403件で6,782万円、企業が658件で4,552万円、一

般家庭が1,938件で4,284万円、公社公団が56件で

447万円です。 

  次に、塩原地区の平成20年度の実績は、公共事

業が401件で3,097万円、企業が198件で1,071万円、

一般家庭が201件で292万円、公社公団が31件で

678万円です。また、平成21年度の実績は、公共

事業が455件で3,666万円、企業が210件で1,229万

円、一般家庭が217件で341万円、公社公団が34件

で596万円となっております。 

  なお、３地区合計では、平成20年度の実績は、

受注件数が6,761件、契約金額が３億6,581万円で、

平成21年度の実績は、受注件数が6,663件で、契

約金額が４億2,513万円となっております。 

  ③の業務の流れと就業割り振りにつきましては、

仕事の依頼を受けると、見積もり書を発注者に提

示し、契約締結後に会員へ仕事を提供します。会

員は提供された仕事に従事し、仕事が終わると、

就業報告書をセンターに提出します。センターは

発注者に代金を請求し、受領後に会員に就業対価

を支払う流れとなっております。 

  会員に対する就業の割り振りにつきましては、

入会時にあらかじめ確認していた会員の希望や仕

事に必要な知識及び技能、年齢や身体的機能等を

考慮して、就業機会を提供しています。 

  ④の平成14年度ごろからの就業率低下について

お答えをいたします。 

  平成15年度の就業率は86.8％、平成16年度は

87.1％です。合併後の平成17年度の就業率は
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84.6％、平成18年度は82.8％、平成19年度は

84.1％、平成20年度は85.4％、平成21年度は

85.5％と、ほぼ横ばいとなっております。 

  なお、ご指摘のありました平成14年度の就業率

が95.7％と突出して高いのは、データの取り違え

でありました。また、未稼働者につきましては、

需給関係で希望する仕事がなく、未稼働者になる

ことや、登録はしているものの、各自の都合で働

けない会員や、互助会活動には参加をするが、就

労は望まない会員が未稼働者となっておりますが、

平成14年度のデータを除きますと、就業率と同じ

くほぼ横ばいとなっております。 

  ⑤の会員数と事業収入の今後の推移につきまし

ては、会員数は、高齢化の進展とともに増加する

ものと思っております。また、事業収入につきま

しては、現在の経済社会情勢からすると、収入増

を見込むことは難しいと思われますが、受注業務

の定着化や新規就業先の確保を図り、事業収入の

増加を目指してもらいたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 細かく丁寧にご説明いた

だきまして、ありがとうございます。 

  何点か質疑するところがございますので、順次

質問させていただきます。 

  まず、①のシルバー人材センターの仕組みにつ

いてのところでございますが、会員の参加によっ

て運営する組織と、このようなご答弁がありまし

たが、会員ということは、労働法にいう雇用を発

生するような、そういったいわゆる就業を受ける

というか、いわゆる雇用者になるような契約の状

況ではないということじゃないかなと思いますが、

どのような契約になっているのか。その辺をちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） シルバー人材セン

ターの受注関係ですが、いわゆる雇用関係ではな

くて、請負とか委任と、法律用語でいうと、その

ような形での仕事になります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 雇用ではなくて請負とか

委任ということですか。そういった今、答弁だっ

たと思いますが、非常にこの辺のところは、法律

上難しいところではないかなというふうに私自身

も判断するんですが、仕事をする会員の皆さんに

ついても、なかなか理解しづらい部分もあるのか

なと、こんなふうには思っております。したがい

まして、総会やあるいは会合の都度、雇用ではな

くて、いわゆる委任とか請負契約なんだと。した

がって、例えば、業務中発生した事故についても、

自己責任ですよと、こういうふうな形にならざる

を得ないのかなということをお話ししておく必要

性があるのかなと。場合によっては、お給料をも

らっているんだから、シルバー人材センターへ勤

めているんだと。あるいは時給で働いているんだ

と。こんなふうな考え方で、考え方がはっきりし

ない方についてもおられるようでございますので、

もう一度その辺のご指導をいただければありがた

いなと思っております。 

  それと、この就業の現場へ会員さんが仕事につ

くために行くわけですが、シルバーの何か車が非

常に少ないので、例えば何人か行かなければなら

ないような場合に、センターの車で乗っていける

人と、自車を運転していかなければならない人と、

こういうふうな部分があるんだけれども、その辺

の公平感はどうとらえているかという、こんな一

般的な悩みもありそうなので、その辺についてち

ょっとお伺いしたいと思います。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 仕事場への車両等

の利用でございますが、一般的には運送車両も含

めて作業車両、例えば草刈り機や何か積んで行く

という場合がありますが、そういったものでほぼ

現場へ到着ということなんですが、場合によって

はやはり人手が多い現場もございますので、そう

した場合には個人ということになってしまうかな

というふうに思いますが、先ほど請負関係だとい

うことで、いわゆる労災は入れないという状況に

なっているかと思うんですが、センターでは一応

損害保険、自分の自己災害の傷害保険というんで

すか。それも含めて、第三者に対する保険も損害

保険ということで加入しておりますので、そうい

った意味では自損事故等々あった場合には、救済

されるということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 災害があった場合には、

損害保険が入っておると。会員に問題が起きるよ

うなことはないと、こういうふうな答弁と判断し

てよろしいでしょうか。 

  また、自車を利用していった場合にも、請負体

制であるので、ガソリン代と費用等、そういった

ものについては考えてはいないと、こういうこと

の回答でよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 自動車事故等の損

害については、そういうことで傷害保険等が活用

されるということなんですが、その代行車で行っ

た場合には、それなりの対価というのが支払われ

ているというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 代行車で行った場合には、

それなりの対価が払われていると。そういうこと

で問題ないということでございますので、この①

についての質問は以上といたします。 

  次に、②黒磯、西那須野、塩原地区の発生区分、

契約金額、20年、21年度について伺うということ

でご答弁をいただいたわけでございますが、答弁

がどのような答弁になるか、想定ができませんの

で、総会資料なんかを急遽もらってきて、何とか

見たところでございますが、この総会資料の中に、

国の事業仕分けで運営費に大幅な見直しがあると。

したがいまして、そのように示されておりますの

で、シルバー人材センターの国県の補助金など、

どの程度に今年度はなると想定しているのか。あ

わせて、当市の補助額はどの程度考えているのか、

わかる範囲で結構でございますが、お示しをいた

だけますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 平成22年、本年度

の当該人材センターに対する市側の補助としては、

792万2,000円。それから来年、まだ予算編成中で

あるという状態なんですが、一応これよりは100

万円程度減という形になろうかというふうに思い

ます。 

  なお、国においても同額、いわゆる運輸費等に

ついて助成されるという予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） やはり国の財政状況が大

変厳しいということのあらわれかなと思っており

ます。したがいまして、シルバー人材センターさ

んのお仕事も、今後さらに厳しさを増すわけでご

ざいますが、いわゆる会員の皆さんが十分そのお
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仕事、就業につけることができますように、今後

さらにシルバー人材センターさんにご指導、ご指

示をいただければありがたいなと思っております。 

  それと、この発表された数字の中で、黒磯地区

の公共事業。公共事業と企業と家庭と公団、その

他、こういうことでご説明いただいたわけでござ

いますが、このちょっと数字が突出しているよう

な感じもいたしますので、この黒磯のシルバー人

材センターさんへ発注されている公共事業の委託

ですか。この部分について、主にどんな仕事が委

託されて、このような数字になっているのか。そ

の辺のご説明をいただきたいと思います。 

  それと、今年度以降もシルバー人材センターさ

んには、今までどおり、あるいは今まで以上に公

共施設へのシルバー人材センターさんの発注の仕

事を取りまとめていくことが考えられているのか

どうか。その辺について伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） データでは確かに

黒磯地区における公共事業占める割合、非常に多

いわけでございますが、これは例えば駐車場、駐

輪場の管理、あるいは公民館の夜間管理、それか

らデイサービス関係、結構ございます。特殊なや

つではおじいちゃん保育。そういった形で、地区

的には公共の本所がこちらにございますので、そ

の本所一括契約部分もございます。地区割りにし

ていない部分もございまして、本地区、黒磯地区

での事業費が非常に多いという状況にございます。 

  ２点目の今後もということなんですが、これに

ついては、指定管理制度等々活用しながら、当然

競争という形の中ではございますが、なるべく受

注機会を多くするような形での指導等もしていき

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） わかりました。本所一括

のお仕事があると。全体の中に割り振っていない、

一括されて黒磯に入ってくるものがある。それで

理解をいたします。また、今後についても、以上

の状況で理解をいたしたいと思います。 

  それでは、③に入ります。 

  発注から作業完了に至る業務の流れと就業割り

振りについてでございますが、わかるように作業

の流れをご説明いただいたんですが、私がお聞き

したい点は、時々、さっきシルバー人材センター

さんの仕事、就業について、悩みを打ち明けられ

る方、あるいはうわさ的にお話をいただける方、

そういった方が数名やっぱりありまして、その結

果、本日のこのような質問になっているわけでご

ざいますが、問題なのは、いわゆる仕事の流れの

中で、公共事業として受けたり、あるいは民間の

事業として受けたり、一般家庭から受けたり、そ

の他でも受けたり、受注をしているわけでござい

ますが、その受注をセンターの事務所で取りまと

めまして、それからどの会員にその仕事に就業し

ていただくか。この時点で、やはり悩み、問題が

提起される方が多いようです。したがいまして、

ざっくばらんに言いますが、一部の主な方がたく

さんの仕事をもらえていて、それ以外の方につい

ては３分の１ぐらいしかないとか、これはあくま

でもうわさ話の話の中かもしれませんが、そうい

う話が出てくる以上は、確認はしなくちゃならな

い。こういったことで確認の質問をしているわけ

でございますが、所管ではそういったことについ

て、シルバー人材センターさんのほうからご相談

とか、あるいはお伺いしていることはございませ

んか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（室井忠雄君） 先ほど市長のほう

でお答えしたとおり、入会時にあらかじめ確認し

ていた会員の希望とか、あるいは仕事に必要な知

識、技能、年齢等を考慮して、仕事を回している

という状況にございます。ある意味では、希望職

種と、それからシルバーでの受注のミスマッチが

根本的な原因になっている部分もございます。た

だ、人によっては、発注者側から指定される方も

おるやに聞いております。また、事故防止の点か

ら、グループ編成等をしていまして、ある作業つ

いて。そういったグループの中で、なかなかまざ

っていけないというような形で、独占して仕事を

しているんじゃないかというような話もちらちら

聞いております。そんな中で、人材センターのほ

うでは、本年度なんですが、適正就業基準という

のを設けたそうでございます。同一会員が同一就

業先で継続して就業する場合に、ある程度規制を

かけようというような話だそうでございまして、

内容的には例えば、１カ月に１人当たりおおむね

10日。ですから、20日は休んでくださいよとか、

あるいは就業期間というんですか、毎年毎年頼ま

れる仕事もあるんですが、それは５年以内にしま

しょうとか、そういった形で、内規的な部分での

運用を今年度から図っているという状況もお聞き

しておりますので、これがうまくいくのを期待し

ております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ご説明は理解をいたしま

す。なかなか人というものは、自分中心に物事を

考えることもありますし、組織の中で全体のいわ

ゆる自分の立場、そういったものが思わしくない

場合もあります。あるいはグループ的に活動して

いく中で、今答弁あったように、なかなかグルー

プの中へ一緒になってできないような場合もあり

ます。しかし、結果的には私の仕事はなかったと、

こういうふうな話になる場合もあるかもしれませ

ん。ただ、事実として、仕事が薄いというか、不

公平感があることもあるのかもしれません。した

がいまして、その辺はよくセンターさんのほうと

連絡をとり合って、そういった不公正な部分があ

れば、いわゆる適正就業基準をおつくりになると

いうことでございますので、その中でしっかりと

活用して、高齢者が楽しく仕事をしていく中で、

けんかをしてつまらないような状況にならないよ

うによろしくお願いを申し上げたいな、このよう

に思っております。私もできれば、ここまでの質

問はしなくて、通常は済むんでございますが、そ

んなふうな意見の話が何点かございましたので、

今回は取り上げてみたわけでございます。 

  それでは、③については終わります。 

  ④については、データの取り違えだと。単純に

間違いだということでございますが、原因は、何

で間違ったのかわかりますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 14年度分でござい

ますが、この当時はまだシルバーも合併していな

くて、それぞれのシルバーの中でデータをとって

いたという形でございます。例えば当初会員から、

例えば会費を納入しないとか何かで年度途中でや

めた人が実際にいるわけなんですが、そうした場

合、分母とり方一つだけの取り違えなんですが、

要するに途中で抜けた人を全部引いていって、最

終的に稼働率という形で載せたものですから、場

合によっては100％を超える稼働率という数字も

出ていたわけであります。それを３シルバーで合

計すると、先ほど市長のほうで答弁したように、

95.7％という非常に高い数字が出てしまったと。

あと、合併後は同じような数字使っておりますの
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で、これは年度末会員、いわゆる加除しない形で

の会員とその仕事についた人の分子を割った形で

ございますので、85％前後で推移しているという

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ご丁寧にありがとうござ

いました。 

  時間がなくなってきましたので、この④につい

ては以上としたいと思います。 

  ⑤についてでございますが、先ほどのご答弁だ

と、受注業務の定着と新規就業の確保を図って増

加を目指していくと、こんなふうな答弁をいただ

いたと思いますが、ぜひそのような努力をしてい

ただきまして、第二、第三の人生を元気で楽しく

生きがいを持って、シルバーの方たちが過ごすこ

とができますように、今後ともご支援を要望しま

して、この項の質問は終わりたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） それでは、３項目目に入

ります。 

  住宅マスタープランの策定について。 

  市民が安心して暮らせる住環境の整備は必須条

件であり、そのために市としては、住生活基本計

画（住宅マスタープラン）の策定に取り組んでい

ると思うが、以下の点についてお伺いをいたしま

す。 

  ①住宅を取り巻く課題の分析について伺う。 

  ②基本的方針及び考え方について伺う。 

  ③重点施策について伺う。 

  ④策定に向けた今後の取り組みについて伺う。 

  以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ３の住宅マスタープランの

策定について、順次お答えをいたします。 

  まず、①の住宅を取り巻く課題につきましては、

人口、世帯の動向、既存住宅などの状況、国勢調

査や土地統計調査などの統計調査をもとに、現状

の分析を行ったほか、市民アンケートの実施、多

様化する居住ニーズなどの把握、分析を行いまし

た。現在、調査結果を踏まえた素案での課題とは、

一つに、住まい、住環境の安全性、安定性の確保、

多様的な居住ニーズへの適正な対応、住まいセー

フティーネットと環境への対応、地域特性を踏ま

えた住まい・まちづくりの対応を検討しておると

ころであります。 

  次に、②の基本的方針、考え方についてお答え

をいたします。 

  住宅マスタープランの基本的な方針の視点とし

ては、安全に安心して暮らせる住まい、まちづく

り、豊かな住生活の実現、高原都市の特色を生か

した住まい、まちづくり。理念といたしましては、

生き生きとした都市生活をささえる豊かな自然と

安心して快適に暮らせる住まい、まちづくりを基

本的な方針として検討いたしておるところです。 

  次に、③の重点施策についてお答えいたします。 

  課題は、基本方針を踏まえ、耐震診断、改修の

促進、市民等が住宅取得、貸借等に対する適切な

情報が得られる環境の整備、空き家等の既存住宅

の有効利用方策の検討、推進。高齢者向け住宅の
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供給促進、集約型都市構造の実現や中心市街地活

性化に向けたまちなか居住の促進策の検討、推進

を重点施策として検討をいたしておるところであ

ります。 

  最後に、④の策定に向けた今後の取り組みにつ

いてお答えをいたします。 

  今後、本計画素案について、庁内検討会議を初

め、ご意見をいただくための民間有識者による懇

談会を行って、この計画案を１月の庁議を受け、

２月の全員協議会に報告の上、パブリックコメン

トを実施し、３月に住宅マスタープランの策定を

終了したいと考えております。 

  なお、本基本計画にあわせて、市営住宅の総合

的な活用方針や活用計画などを定めた公営住宅長

寿命化計画の策定も同様に３月に終了したいと考

えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ①から④までお答えをち

ょうだいいたしましたが、①と②と④について質

問させていただきます。 

  まず、①について。 

  市民のアンケートを実施して、市民のニーズを

把握して策定の準備をして分析しているというこ

とでございますが、このアンケートはいつごろ実

施されるのか。それと、内容については、この基

本方針、課題、こういったものについての説明を

含めてなのか。回数は何回ぐらいやるのか。それ

についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 市民のアンケート調査

ですけれども、22年の２月に実施しております。

2,000人を対象としまして、回収は880、回収率は

44％になっております。 

  アンケートの内容ですけれども、住宅の評価と

いうことで、現在住んでいる住宅の満足度とか、

周りの住環境の評価、周りの状況はどうですかと

か、持ち家等のリフォーム等のこととか、高齢期

の住まいとか、子育ての住まいとか、そういう部

分と、将来の居住意向とか、那須塩原市の魅力と

か、そういう部分でのアンケートの内容でござい

ます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ありがとうございました。 

  それでは、①については時間がありませんので、

以上にしまして、②基本的方針及び考え方につい

て伺うというところでございますが、この中でお

答えが住宅弱者のセーフティーネットの確保、こ

んな感じのお答えがあったと思うんですが、これ

についてはどのようなことなのか。概略で結構で

ございますので、ご説明いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 住まいのセーフティー

ネットのことだと思いますけれども、住宅弱者と

いうことで、市営住宅関係の維持管理等について

の国の方針がありますので、それらの問題等の対

応という形になります。 

  それと、真の住宅困窮者への対応。これも市営

住宅関係になるかと思いますけれども、そんな関

係での対応を、というふうな問題のとらえ方をし

ております。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） わかりました。 

  それでは、④に入りたいと思います。 

  ④の中で、いわゆる庁舎検討会を開いて、その

後、有識者の懇談会、それと１月庁議を経て、議

会のほうへ報告をすると、こんな流れのご答弁だ

ったように思います。 
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  そこで、この有識者の資格ですか。あるいは条

件。それと懇談会のニーズ。それといつごろやる

のか。何回ぐらい予定しているのか。その辺につ

いて、わかる範囲でご説明ください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 懇談会につきましては、

22年の７月に懇談会を立ち上げております。それ

と庁内の検討会議等につきましては、21年の11月

に立ち上げておりまして、現在、事務担当者会が

今まで４回、検討会議が今まで３回、懇談会が今

まで２回開催されておりまして、素案等々のご意

見をいただいている形になります。 

  懇談会につきましては、10人の委員さんを選ん

でおりまして、県の住宅課長とか、宇都宮大学の

教授、それと市内の各団体等から選出をしてござ

います。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） わかりました。 

  それで、住宅マスタープランの策定により、市

民が安心して暮らせる住環境の整備がより一歩一

歩前進することになると思いますので、それを期

待して、この項を終わりにいたします。 

  次に、３項目めに入ります。道路整備基本計画

に……、４項目めですね。４項目めに入りたいと

思います。 

  道路整備基本計画に基づく道路網の整備につい

て。 

  この中で、①新南下中野線道路改良事業の……。

大変失礼いたしました。質疑が先行っちゃっては

だめでございます。 

  ４項目、道路整備基本計画に基づく道路網の整

備について。 

  道路整備基本計画に基づく道路網の整備状況を

踏まえ、市の考え方と今後の事業推進について伺

う。 

  ①新南下中野線道路改良事業の現状を伺う。 

  ②国道４号バイパス（旧国道４号）改良工事の

現状を伺う。 

  ③後期計画に向けた事業の見直しや効果の検証

について伺う。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ４の道路整備基本計画に基

づく道路網の整備についてお答えをいたします。 

  初めに、①の新南下中野線道路改良事業の現状

につきましては、主要な交差点につきましては、

警察協議が整いましたので、今年度新南公民館か

らライスラインまでの第１期工事区間について、

地元への説明会を開催し、用地測量を行う予定と

なっております。 

  次に、②の国道４号バイパス、旧国道４号の改

良工事についてお答えをいたします。 

  国道４号バイパスは、いわゆる一般国道４号西

那須野道路につきましては、平成18年４月に事業

化がなされ、その後、地権者への説明会、各自治

会での図面閲覧等を行い、平成21年度から一部区

間で用地買収に着手をしておると聞いております。 

  しかしながら、社会情勢や経済状況が大きく変

化をし、道路整備に関するコスト縮減や事業の効

率化がより一層求められており、これらの状況を

踏まえ、現在、整備の進め方について検討してい

るところでございますが、今後も引き続き用地買

収を行いつつ、用地の取得状況などを見ながら工

事に着手する予定であると聞いております。 

  なお、地域住民に対して、今月14日には、今後

の整備の進め方について説明会が開催される予定

となっております。 

  最後に③の後期計画に向けた事業の見直しや効
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果の検証についてお答えをいたします。 

  那須塩原市道路整備基本計画につきましては、

新市の将来道路整備の指針とするために、平成18

年に、平成27年度までの10カ年計画として策定を

したところです。本計画には、第１期計画として

予定された29路線と、４事業のうち平成21年度末

において、路線数で約９割が事業着手となり、事

業費ベースでの約６割が完了となりました。この

ようなことから、交通混雑の緩和を図るための道

路や公共施設へのアクセス、利便性の向上、歩行

者、自転車等に対して安全の確保を図るために整

備を行う道路など、国の補助金、交付金等を見き

わめながら、総合計画に合わせた計画期間の延長

と新規路線等の見直しを行いたいと考えておりま

す。 

  また、効果の検証についてでありますが、石

林・二つ室線（幹Ⅱ－17号線）や、３・４・２中

央通りなどの整備により、安心して通行できる道

路空間の確保や、市街地の交通混雑の緩和などが

図られたものと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 時間がなくなってきまし

たので、この項については、③の後期計画に向け

た事業の見直しや効果の検証について伺うという

ことで、ご答弁いただきましたが、この中で、新

しく路線を加えるような答弁がございましたので、

現在わかっている状況の中で、地域別に黒磯、西

那須、塩原に分けて、主な新規路線の計画があれ

ば、お示しいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 先ほど市長が答弁しま

したように、９割着手、事業費ベースで６割とい

うふうな形の中で、今後の整備ということで見直

しを行っているところでございます。 

  基本的には、道路整備基本計画の将来道路網図

の中で、幹線、補助幹線などから、新たな路線を

検討するということになりますけれども、地区別

でいいますと、黒磯地区につきましては、都市計

画道路３・３・４東那須野東通り線。西那須でい

きますと、下永田274号線、塩原地区でいきます

と、関谷・横林線などが検討に挙がっておりまし

て、このほか20路線ぐらいが検討していく路線と

して、現在検討しております。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ありがとうございました。

黒磯、西那須、それから塩原地区と、新たに加わ

る路線の一部が発表されたわけでございますが、

ぜひ地元地域の利便性の向上のため、あるいは通

学、地域の皆さんのいわゆる日常の道路としてし

っかり活用できるように、今後とも計画の進捗を

期待するものでございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  それでは、時間ありませんので、この項につい

ては終わります。 

  最後の５項目め、平成23年度予算編成について

お伺いいたします。 

  長引く経済状況により、平成23年度の予算編成

も相当厳しい状況にあると思うが、以下の点につ

いてお伺いをいたします。 

  ①23年度予算編成に当たり、市の基本的な考え

方を伺う。 

  ②22年度市税収入の状況と23年度市税収入の見

込みについて伺う。 

  ③22年度は臨時財政対策債で財政措置がなされ

たが、23年度の見込みの関係。 

  ④22年度末の合併特例債の利用状況を見ますと、

23年度の見込みを……。大変失礼しました。22年

度末の合併特例債の利用状況の見込みと23年度の
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見込みを伺います。 

  ⑤総合的に考えると、どの程度の予算編成が可

能なのか、お伺いいたします。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ５の平成23年度予算編成に

ついて。 

  ①23年度予算編成の基本的考え方についてお答

えをいたします。 

  先ほど敬清会の相馬義一議員の会派代表質問に

お答えいたしましたが、編成方針といたしまして

は、安心、活力事業として、広く市内事業者の受

注機会の拡大のため、比較的小規模な工事や営繕

など、本市単独の経済活性化対策事業の選定に配

慮をしたいと考えております。 

  また、私のマニフェストに掲げた事項で、未実

施のものにつきましては、予算に反映したいと考

えております。 

  そのほか、実施計画書に計上された事業の確実

な実施、事業の優先順位等の精査による効率的な

実施、緊急対応が必要な修繕経費としてのセーフ

ティーネット予算の位置づけ、継続事業の精査や

事務事業評価による検証、見直しによるスクラッ

プ・アンド・ビルドの実施、市単独事業補助金の

見直し結果を踏まえた予算要求など、経済動向や

社会情勢の変化、事務事業の執行に当たっての基

本的な考え方を継続的に実施しつつ、安心、安全

に結びつけることのできる予算編成を行うことと

したところです。 

  次に、②の平成22年度の市税収入の状況と23年

度税収入の見込みについてお答えをいたします。 

  まず、平成22年度の市税収入の状況についてで

ありますが、市税全体としては、これまでのとこ

ろ、おおむね昨年度と同じような状況で推移をい

たしております。当初予算額との比較でも、落ち

込んでいる部分は見受けられませんので、このま

ま推移すれば、昨年度のような減額補正をするよ

うな事態は避けられるものと考えております。 

引き続き収納率の向上対策も含め、税収の確保に

努めてまいります。 

  次に、平成23年度の市税収入の見込みについて

お答えをいたします。 

  市税収入は、平成20年度以降、世界的な景気後

退の影響を受け、法人市民税を初めとして、減収

を続けてまいりました。しかしながら、昨今の経

済指標を見る限りでは、景気は緩やかな回復をし

つつあると判断をしております。 

  これを受けて、平成23年度の税収見込みにつき

ましては、給与所得の伸びが期待されること、企

業の業績が回復基調にあることから、市民税は個

人、法人とも、小幅でありますがプラスに転じる

ものと考えております。 

  一方、固定資産税を初めとするその他の税目に

つきましては、おおむね今年度並みになるものと

予想しております。 

  いずれにいたしましても、現在の経済状況は、

予断を許さない状況でありますので、今後の動向

を見きわめながら、新年度予算の中で精査をして

まいります。 

  次に、③の23年度の臨時財政対策債の見込みに

ついてお答えをいたします。 

  臨時財政対策債は、地方自治体の計画的で一定

水準の行政運営を可能にするために交付される地

方交付税の財源が不足した場合に、その穴埋めと

して地方公共団体みずからが発行する地方債で、

その償還に要する費用は、後年度地方交付税で措

置されるものであります。 

  国の地方債計画では、平成23年度の臨時財政対

策債の計画額を約７兆5,000億円としており、平
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成22年度とほぼ同額を見込んでおることから、本

年度と同程度の臨時財政対策債の発行が可能であ

ると考えております。 

  しかし、あくまで借金に変わりはありませんの

で、本市の財政規模に見合った適正な規模の発行

に抑えることが大切と考えております。このよう

なことから、平成22年度と同額程度の発行を考え

ております。 

  次に、④22年度末の合併特例債の利用状況見込

みと23年度の見込みについてお答えをいたします。 

  本市の合併特例債発行限度額は約383億円で、

平成21年度末では35事業に約173億7,530万円発行

いたしました。平成22年度につきましては、平成

21年度の繰り越し事業分も含めて、約20億9,390

万円の発行を見込んでおります。 

  また、平成23年度につきましては、新市建設計

画や実施計画を考慮すると、若干ではありますが

下がるのではないかと見込んでおります。 

  次に、⑤平成23年度の予算編成の規模について

お答えをいたします。 

  歳入では、わずかではありますが市税の回復を

期待するとともに、地方交付税の国・県支出金の

増を見込んでおります。 

  一方、歳出では、人件費の削減を見込みました

が、子ども手当や医療給付費などの扶助費の増加

傾向は続くものと考えております。 

  また、平成23年度の実施計画に計上いたしまし

た介護基盤緊急整備事業や、小中学校の耐震改修

事業などの普通建設事業のほか、合併特例債の償

還もふえることとなります。したがいまして、前

年度との比較では、平成22年度当初予算額383億

8,000万円に数％程度総額を見込んでおります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 23年度予算編成について

のご答弁をいただいたわけでございますが、①、

②については、敬清会代表、相馬議員のほうで主

に質問をした内容が大分ございますので、飛ばし

まして、③からいきたいと思います。 

  22年度は、臨時財政対策債で財政措置がなされ

たが、23年度の見込みを伺うということでござい

まして、答弁をいただいたんですが、23年度は22

年度と同額程度になると考えて、それと借金には

変わりないので、市の財政規模に合った発行に抑

えたいと、こんなふうな主なご答弁だったかなと、

趣旨について思っております。 

  そこでですが、この対策債は、ちょっと勉強し

てみたところによりますと、あくまでも借金で、

市の財政規模の発行に抑えることが大切だという

ことの答弁も理解もできるんですが、何しろ財政

については素人考えでございますので、私が思う

のには、発行可能額100％を借りて、後で交付税

措置が100％されると。これがこの臨時財政対策

債とちょっと記憶しているんですが、この景気の

大変悪いときに起債をして、起債の全額が後で交

付税措置をされるんであれば、市は一銭も使わな

くてもいいと。どんどん活用したらいいんじゃな

いかなと思うんですが、何かその財政規模を市の

規模に抑えるというふうな、借金だからと。その

裏理由というのはあるんでしょうか。あるいはそ

の抑える程度は、どの程度のことを考えて抑えな

いといけないのか。専門家である部長のほうにご

答弁いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 臨時財政対策債関係に

ついてのご質問ですので、お答えしたいと思いま

すけれども、基本的には、議員がただいま申し上

げましたように、本来地方交付税として国が地方

に全額を、この臨時財政対策債という形ではなく



－69－ 

て、交付税として全額を交付するわけでございま

すが、これができないので、これまでは国が自分

のところで借金をして工面していたというところ

でございますが、そういうことにならなく、国が

借金する分を今後は地方がその分を借金して、自

分のところで調整をしているというところでござ

いますので、基本的には臨時財政対策債の発行額

というのは、基準財政需要額の中に組み込まれて

算出されるわけですけれども、最終的には交付税

そのものは、需要額と収入額の差という形で交付

されますので、すべてそのまま金額ベースで交付

されるかどうかというのは定かではない。当然交

付する差の中に調整率というのが入りますので、

金額が生のまま入るわけではないというふうに思

っています。 

  そういう中で、本市の場合は、昨年もお話し申

し上げましたけれども、発行可能額ということで、

29億8,400万という発行可能額が示されているわ

けでして、その中で10億円だけ臨時財政対策債を

発行しているというところでございます。ですか

ら、本来ですと、21億8,000万、そのまま生の形

でいただけるんであれば、100％の交付税措置で

すので、そのままということが言えるかと思いま

すが、あくまでも理論的に需要額と収入額の差と

いう形になりますので、できるだけ10億円のあた

り算出をされますが、借金ですので、借りなけれ

ば借りないだけいいんではないかという、財政上

そういう形の中で10億円にしているということで

ございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） わかったような、わから

ないような。 

  私、単純に起債全額後で交付税措置されると。

これはいい財源だと、このように思っておったわ

けでございますが、国も時々方向を転換したり、

部分的な条件をつけたりすることがあるので、や

っぱり身の丈に合った借金にしておけと、こうい

うことを部長おっしゃっているのかなと、こんな

ふうに理解をして、この項は終わります。 

  続きまして、④に入ります。 

  22年度末合併特例債の利用状況見込みと23年度

の見込みを伺うということで、若干下がるという

程度ぐらいしかお答えいただけなかったんですが、

23年度発行見込み額、もう１回どうでしょうか。

わかっているんじゃないかなと思うんですが、見

込みです、あくまでも。 

  それと、この合併特例債、残りの発行限度額、

総額で383億あったと思うんですが、ずっと使っ

てきまして、あと残りどのぐらい発行限度額があ

るのか。それについてお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） まず、合併特例債の発

行残り額ということでございますけれども、まだ

22年度確定ではございませんが、現在のところ、

約383億のうち、約50％発行する予定でございま

す。ということになりますと、残り200億弱とい

う形になるかと思います。これをどういうふうに

活用していくかという形になりますが、当然ご案

内のように、平成26年まで、合併後10年間という

ことで、26年度までの中で、どれだけ使っていく

かということになりますが、いつもお答えしてお

りますように、財政計画上と、それから24年以降

の総合計画、実施計画、後期計画が発表されます

ので、その中で24年、25年、26年という中で、事

業をどれだけやっていくかというようなことによ

って、この合併特例債についても、指標をどのぐ

らいにするかということを考えていきたいという

ふうに思っています。 
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  議会の皆様にも、それから市民の皆様にもお約

束しているとおり、合併後５年がたちましたので、

今後の財政中期の全区分を今年度末に公表すると

いうことで約束しておりますので、その10年後の

財政フレームの中でも、総額計算についてはどの

ぐらい使うかというものについては、精査をしな

がらお示しをしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

  それから、23年度の特例債の発行額ということ

でしたけれども、事業にあわせて、この額につい

ては、今回も需要が拡大したために、発行額を変

更させていただいたり、それから需要が小さくな

れば発行額が少なくなるということで、最終的に

は年度末に発行額が決まるわけでございますので、

23年度の額につきましては、先ほど市長が申し上

げましたように、若干下がるというようなことで

ご理解いただければというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） よくわかりました。 

  まだ20億、若干発行限度の中で残っている。し

かし26年度―200億ですね。大変失礼しました。

26年度までの中で、いろいろ考えて検討していく

ということだろうと思います。 

  ただ、そうですね、合併特例債については、そ

うなんですが、合併の交付税算定替えなんていう

のも、近い将来発生してくるような感じで、大変

厳しい財政状態に、近い将来なるのかなと。そう

いう心配をしておったものですから、余計なとこ

ろまで聞いて、大変申しわけないなとは思ってお

ります。 

  それでは、最後の⑤に入りたいと思います。 

  答弁の中で、市税がプラスに転ずるような、回

復を期待するとしていまして、それに関連して、

地方交付税の増を見込んでいるようですが、自治

体というのは、例えば市が大きくなって、規模が

大きくなってきますと、地方交付税については、

その分減少になってくる原則があったような気が

しますが、この整合性はどうなんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 地方交付税の見込みに

ついてですけれども、地方交付税の中で、23年度

ふえるという要因の中に、20年、21年に合併特例

債を使いまして、大型プロジェクトを実施してお

ります。その償還がちょうど23年から始まります

ので、償還の時期が大きくなる。金額が大きくふ

えるというようなことですので、その部分は交付

税措置をされるというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 何かちょっとよくわから

ないんですが、私お聞きしたのは、単純に地方交

付税というのは、実際の財政規模、あるいは人口

が大きくなると、小さい自治体よりも交付税措置

は少なくなる、そういうふうに記憶しておったわ

けでございますが、私の記憶が間違っているのか。 

  それで、例えばこの那須塩原市で景気がよくな

って、税収が上がって財政措置が高くなったと。

それなのに交付税が例えば一緒に高くなったと。

両方高くなっているのはどうなんでしょうかと聞

いたんですが、どうでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 地域の自治体の大きさ

というものもあると思うんですけれども、先ほど

もお話をいたしましたように、地方交付税という

のは、その団体の基本財政需要額と、基本財政収

入額の差という形になりますので、先ほど議員か

ら話がありましたように、当然、臨時財政対策債

の償還についても、需要額の中に入りますし、合

併特例債の元利償還については、需要額の中に組
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み込まれて計算されますので、地方交付税そのも

のは、那須塩原市の場合は大きくなるというふう

な予想をしているというふうなところでございま

す。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 大変よくわかりました。

いろいろな諸事情があって、私は単純に物事を考

えているものですから、複雑に絡み合って、結果

的に両方上がるような状況にもなると、こういう

ことでございますが、長い間質問させていただき

ましたが、以上で清流会代表の会派質問を終わり

たいと思います。大変ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で清流会の会派代表質

問は終了いたしました。 

  以上で会派代表質問、通告者の質問は全部終了

いたしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号及び議案第７７号

の質疑 

○議長（君島一郎君） 日程第２、議案第75号及び

議案第77号の条例案件２議案を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、77号 保育園条

例について、何点かお聞きいたします。 

  何点かありますので、番号を言いますので、そ

れに基づいてお答えください。 

  １番目として、ゆたか保育園の民営化、保育園

廃止に向けての、今までの経緯と今後のスケジュ

ールについてお聞かせください。 

 ２番目として、移管先事業者が決定して、保護

者に対しての説明はどのようになされたのか、お

聞かせください。 

  ３番目としては、その保護者の反応、どういう

反応があったか、お聞かせください。 

  ４番目として、民営化で保育の質を下げないた

め、現在の保育の質を客観的に知るためというこ

とで、第三者評価が受審されていると思いますけ

れども、第三者評価を受けていかがだったか、聞

かせていただきたいと思います。 

  以上４点で第１回目の質疑といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ゆたか保育園につ

いてお答えいたします。 

  まず、選定でございますが、これについては、

21年度中に選定してございまして、受託のほうが

決定してございます。なお、本年度に入りまして、

これらについての引き継ぎ等を４月からやってお

りまして、12月に入ってからですか、実際に事業

する人の研修等も含めて、現在引き継ぎ作業をし

ているところでございます。 

  それと、２番目でございますが、保護者説明会

については、数回現場のほうでしまして、一応昨
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年度、21年度、選定するという結論に達するまで

に合意形成を得ているところでございます。 

  なお、３点目でございますが、心配ごとについ

ては、特に現在、その４番目で質問ありましたと

おり、質、保育園の質の低下等々が心配されてい

るかというふうに思います。 

  ４点目でございますが、保育の質の保障という

か、保護はどうするんだということでございます

が、３点ほどございます。 

  まず一つが、１年かけて現在引き継ぎをしてい

る状況にございます。当然、園長予定者との打ち

合わせ、あるいは施設の訪問等も行いまして、そ

れと三者会議というものも開いておりまして、市

と保育園、事業者、保護者会等の月１回程度の打

ち合わせをやっているということでございます。 

  それと、２点目でございますが、これについて

は、スムーズな移行を目指すために、人的な配置

に配慮しているということでございます。一応、

ゆたかについては、民営化後、採用予定30名ほど

いるわけなんですが、その中で17名が現在保育園

に勤めている方、全体では、正職員含めて36名が

現在勤務しているかと思うんです。そのうちの17

名、内訳は保育士が15名で保育助手１名、用務員

の方が１名ということで、17名を採用予定してご

ざいます。また、元職員といいますか、保育経験

のある方５名ほど予定しておりまして、園長さん

以下保育士さん、調理師さんということで５名を

予定してございます。 

  また、３点目でございますが、第三者評価、既

に議員さんご存じだと思うんですが、第三者機関

の評価を７月から11月にかけて行いまして、11月

29日にその保育園の特色等の確認をしているとこ

ろでございます。11月29日に報告書が出ておりま

す。なお、この評価委員については４人という定

数で評価されております。 

  今後についても、事後評価、事前評価は現在や

っておりますので、事後評価をしていきたいとい

うふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 私が聞いたところ、余

り早口で言ったので、②番目として、保護者への

説明はどのように行われましたかというのは、移

管先の事業者が決定してから説明を行った。事前

にやったのは私も知っております。説明会は、そ

れは別にゆたか保育園だけじゃなくてやっており

ますので、その事業者が決まってから、どのよう

に行われたかということを聞いているわけで、そ

れで実際に、事前にやっていた説明会の中で、保

護者の反応というのは、質の低下だけじゃなくて、

やはりなじみの先生がかわってしまうという部分

のところと、質の低下を招くのではないかという

ことが出ていましたので、その質の低下のところ

は、第三者評価を受けるということで、そういう

方針を立てておりますので、それで事業者が受け

るだけでなくて、事前の質がどの程度だったかわ

からないから、事前に受けなさいということを言

ったので、第三者評価を事前に受けているという

ことで、先ほどの事後の評価というのは、新しい

事業者が受けるということなのか。それとも来年

度自己評価を、もう一度自分たちでやろうとする

ことでおっしゃったのか。その辺の違いを聞かせ

てください。 

  そして新たに、保護者からの実際に要望という

部分、民営化とか公立保育園が廃止に対して、で

も説明会をやっていなかったら、要望というのは

正式には出てきていないのかどうか。事前の説明

会であった要望だけなのか。事後の業者が決まっ

てから、もし要望があったんでしたら、それを聞

かせてください。 
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  あと、移転先の事業者への引き継ぎ、先ほども

お話をしていましたけれども、要するに人員配置

的なものは、今の公立保育園のものと変わりない

上に、公立保育園の場合は、非常勤の職員が多く

なっているけれども、業者のほうは正職員を多く

して配置するようにするのかとか、元職５名の中

のところに、先ほどのところでは、その中に園長

候補者がいるということなのか。その辺も聞かせ

てください。要するに来月から３カ月の合同保育

に入ると思いますので、その合同保育の準備状況、

どうなっているか、聞かせていただきたいという

ことで、新園長が決まっていないと、合同保育に

ならないでしょうから、その辺のところと、あと

保育士はどのような形で、合同保育にかかわって

いくのか、聞かせてください。 

  もう一つとして、これは市のほうで全協で説明

しているんですけれども、保育環境の急激な変化

がないように配慮をするというふうに説明してお

りますけれども、具体的な保育環境の急激な変化

への配慮というのは、具体的にはどういう内容を

言っているのか、それを聞かせてください。 

  以上で２回目の質疑といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 第１点目の運営上

の評価の関係でございますが、通常保育所の場合

には、運営上の自己評価、当然しているわけでご

ざいまして、それ以外に第三者評価ということで、

今般入れたわけでございます。今後については、

当然ながら事業者、受託事業者のほうでの、当然

そういった努力も必要だし、あわせて外部評価も

行ってきたということでございます。 

  それと、２番目については、具体的な決定後の

要望等については、私、申しわけないです。聞き

及んでいないのですが、多分、特別なものはなか

ったというふうに思っております。 

  それと、３番目の引き継ぎでございますが、正

職員化するというのが一つの約束事でございます。

５名の元職員ということの内容についてお話しし

ますと、５名予定されているんですが、園長さん

がこの中に入っているということで、もともと市

の職員であった方を保育園長として採用するとい

うことでございます。それと保育士が２名、調理

員が２名の合計５名ということでございます。 

  それと、急激な変化への対応ということなんで

すが、園児にとっては、場所が特別変わるわけで

はないと。いわゆる登園する場合も同じ経路等、

当然親が送ってくる形になるかと思うんですが、

登園等についてはそういうことで、状況は変わら

ない。ただ、受け渡すときに、施設のほうが部分

的に老朽化した部分もございますので、それらに

ついては、今般修繕等をして引き渡す。また、近

隣との関係で、園庭に樹木があるわけなんですが、

その樹木等についても整備して受け渡すというこ

とで、ほぼ今の施設を利用するという形になりま

すものですから、そういった意味での全体的な、

環境的な急激な変化というのはない。及び先ほど

言いましたように、ゆたか保育園の現職の臨時職

員がおりますので、その方を17名ということで採

用して移行していくという形になります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今幾つか聞いた部分の

ところで、また再々質問をすることになりますけ

れども、今、最後のところでお答えいただいた、

保育環境の急激な変化って、保育でいう保育環境

というものは、建物を言っているだけではないと

いうことを、保育所保育指針の中で環境といった

らば、幾つかあるのは、もう園長先生初めわかっ

ていらっしゃると思いますので、その辺の急激な



－74－ 

変化がないということも含んでおりますので、そ

の辺も十分に留意なさっていただきたい。ハード

の部分、建物とか樹木とか、そういう部分を保育

環境というものではないということをご理解の上、

担当課のほうでは配慮していただきたいというふ

うに思いますので、それはもう保育園の人たちだ

ったら、保育環境といったら何を指すかおわかり

になりますので、その辺のところも十分に指示を

していただいて、急激な変化がないようにしてい

ただきたいというふうに思います。 

  そして、第三者評価の部分のところで、自己評

価、第三者評価は自己評価とセットでありますの

で、それを受けているのはもう当たり前のこと。

それで第三者評価を受けて、評価機関は社会福祉

会さんがやってくださったと思いますので、きっ

と最初の初めての保育園の評価、社会福祉士は初

めて保育園を評価することになりますので、そこ

で丁寧に人員をかけてなさったんだろうなという

ふうに想像がつきますので、それが29日に、最後

の評価結果説明会を行われて、それが今度、合意

がとれたらホームページ上に、評価機構のほうの

ホームページ上にアップされるという段取りにな

るんだと思いますので、そうしたら、それをその

ままにしておくのではなくて、改善項目とか、取

り組まなきゃならないことありますので、それを

どうするかということを一つ考えておかなきゃい

けないことと、先ほど、今後外部評価をという、

その外部評価というのは第三者評価を指すんだと

思いますけれども、そうしたときに、それについ

て、民営化後、移管先の事業者に第三者評価を受

けるということが条件になっておりましたので、

それは。きっと受けると思いますけれども、それ

について、事業者側にはどのような説明をなさっ

て、ただ第三者を受けてくださいねということが

一つの項目になっているだけじゃなくて、ここか

ら落とさないようにということでしょうから、そ

れについての部分のところをきっと、三者会議が

行われているので、先ほど指摘しました第三者評

価を事業者が受けるという部分と保育環境のとこ

ろ。三者会議、市と事業者と今の保育園の部分の

ところのテーマに挙げて、きちんと取り組んでい

ただくということの確約をしないと、この条例の

ところを単に廃止にすればいいというものではあ

りませんので、その辺の確認をとりたいと思いま

すので、お答えください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 第三者評価結果に

ついては、ご存じのように福祉サービス第三者評

価推進機構のホームページ等で明らかになるとい

う状況になってございます。 

  また、その結果等についても、できれば保育園

のほうの保護者会という形の中で明らかにしてい

きたいというふうにも思っております。 

  また、３年以内における事後評価ですか。それ

等については、募集要項等々で縛りしております

ので、確約されるというふうには思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） ほかにないようですので、

議案第75号及び議案第77号の条例案件２議案に対

する質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の質疑 
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○議長（君島一郎君） 次に、日程第３、議案第67

号 一般会計補正予算を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  13番、齋藤寿一君。 

○１３番（齋藤寿一君） それでは、議案第67号に

ついて、３点ほど質疑をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

  多分関連があるような内容でありますので、ま

ず、一般会計及び特別会計予算執行計画書の中か

ら、１ページ、14款国庫支出金の２項１目総務費、

国庫補助金の電波遮へい対策事業費等の補助金で、

△の7,926万6,000円の内容について質疑をしたい

というふうに思います。 

  また、次のページでありますけれども、２ペー

ジ15款県支出金のほうでありますけれども、２項

１目の総務費県補助金、地上デジタル放送難視聴

対策共聴施設整備費補助金の770万6,000円計上さ

れておりますが、この内容についてお伺いをいた

すものであります。 

  続いて、４ページの２款総務費の１項９目情報

管理費の地上デジタルテレビ放送共聴施設整備費

で6,385万1,000円の減額について、これについて

は、当初予算地上デジタル放送難視聴対策におい

て、１億4,056万8,000円というものが計上されて

おりましたが、今回の減額についてお伺いをした

いというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） ただいま歳入のほうで

14款国庫支出金、それから県補助金、そして歳出

のほうの２款１項９目の情報管理費の地上デジタ

ル関係の話ですけれども、これはすべて関連があ

りますので、一括してお答えしたいと思います。 

  ちょっと話は長くなるんですけれども、当初予

算からのいきさつも含めて説明したいと思います。 

  当初予算で、本市の９地区を難視地区として共

聴施設、共聴組合の新設によって、地デジ難視対

策を図ることで予算化をしておりました。しかし、

国の方針が変わりまして、本市の一部の地区で共

聴施設の新設から八溝のほうに中継局設置という

ような対策手法が変更になった、こういった理由

によりまして、今回の補正の減額となったもので

ございます。 

  内容につきましては、対策手法が共聴施設、組

合から中継局に変更になったものが６地区でござ

います。これらにつきましては、そっくり減額の

補正となります。 

  そのほか補助対象経費の変更地区は３地区でご

ざいます。そして新たに追加となった地区が２地

区でございます。この国庫補助対象事業の場合の

負担なんですけれども、その内訳につきましては、

国庫補助金のほか、地元負担金、これは１戸当た

り7,000円なんですけれども、それとＮＨＫの助

成、こういうものがあります。これは１戸当たり

10万円を限度としております。そして残りを市と

県が２分の１ずつ負担するという、こういうこと

になっております。 

  ここで、歳出で減額、国庫補助金も減額ですけ

れども、県補助金についてだけ増額になってきて、

ちょっとねじれ現象になっているんですけれども、

これの理由については、新たに追加となった２地

区については、もう単純に県補助金が増加になっ

たものでございます。 

  また、その補助対象経費が変更になった地区と

いうのは３地区あるわけなんですけれども、この

地区についても、県補助金は総額になっておりま

す。その理由につきましては、補助金の算出が、

組合世帯数と補助対象経費によって変わります。

今回は１件が組合世帯数の減少によりまして、Ｎ
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ＨＫ助成も減少をしております。そのために、市

と県補助金が増加したものでございます。そして

残り２地区が補助対象経費の増加により、県補助

金が増加、このようになったものでございます。 

  ちょっとわかりづらい説明なんですけれども、

この補助金ですね。１世帯当たりの補助対象経費

が少額の場合は国庫補助金、ＮＨＫ助成金、自己

負担で賄える傾向にあるんですけれども、１世帯

当たりの対象経費が多額になる場合は、国庫補助

金、それからＮＨＫ補助金、自己負担に加えて、

市と県の負担しなければならない傾向にあるとい

うようなことになります。ですから、減額した６

地区については、ほとんど県補助金が入っていな

くて、今回新たに追加になったとか、補助対象の

経費が加わったとかという地区については、県補

助金が含まれるというようなことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 13番、齋藤寿一君。 

○１３番（齋藤寿一君） なかなか国県の流れで、

非常に難しく、いろいろな兼ね合いで減額あるい

は県の補助金が入ったということで、いろいろ今

説明を聞いて理解をしたところでありますけれど

も、これは直接ＮＨＫが共聴組合との兼ね合いで

加わったところには、この予算は組み込まれてい

ないということで理解していいんですか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） ＮＨＫと組合について

は、そちらでやってもらって、行政のほうはタッ

チしない。このＮＨＫの助成については、直接組

合のほうに行きます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 67号の一般会計のとこ

ろで、歳入の20款諸収入の衛生雑費として、資源

物等の売払金として5,500万が増額されておりま

すけれども、この増額の根拠、具体的にどうして

増額したのかということを説明してください。 

  次に、歳出の３款の民生費で、障害者自立支援

法による障害者福祉サービス費が２億3,000万円

の増額、これは細かく書いてはありますけれども、

それの内訳をもうちょっと詳しく説明してくださ

い。 

  あと、10款の教育費で、青木サッカー場整備費

として4,163万1,000円の工事請負ということで出

ておりますけれども、この工事請負の内容を聞か

せてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） それでは、収入の

20款諸収入、資源物の売払金の5,500万円増額補

正の理由について申し上げます。 

  まず、１点目は、それぞれの資源物の売却の単

価について、大幅にアップになったということで

ございまして、一つ例を挙げますと、金属類で、

アルミ缶のプレスしたもの、予算計上の当初見積

もりでは、キロ72円50銭というものが、資源とな

りまして契約した金額が135円ということで、実

に86％アップ。また、スチール缶プレスについて

は、当初12円50銭が30円ということで、これもま

た2.4倍。紙類におきましても、新聞、雑誌、当

初は７円から３円ということでしたが、９円、あ

るいは７円ということで、これも大幅に単価アッ

プになったというのと、量的に比較的多量に出る

鉄シュレッダーなんかは2.7％増。アルミ缶のプ

レスについても1.3％の増、雑誌類についても

1.4％の増ということで、10月末現在の状況がそ

ういうことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） ３款民生費、１項
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２目の障害福祉費の障害者福祉サービス費でござ

います。23項目ほどございますので、代表的なも

のだけお話ししますと、まず、生活介護でござい

ます。これについては、日数が増加しているとい

う状況にございまして、こちらのほうに2,300万

ほどの補正でございます。それと、児童デイサー

ビス関係でございますが、これらについてもやは

り日数増でございまして、1,860万ほどでござい

ます。それと、身体入所療護関係でございますが、

これが1,620万ということで増額して、年度当初

額に対して、表記のとおり２億3,000万という数

字の増額補正でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 青木サッカー場の工事

請負費の内訳をということでございますので、お

答えをしたいと思います。 

  人工芝グラウンドを今整備をしているところで

すが、ここに防球ネットを設置をしてくる工事が

3,457万7,000円。それから、天然芝のグラウンド

排水路危険防止工事ということなんですが、これ

は昨年度、天然芝のほうを整備したんですが、そ

の両サイドにＵ字溝といいますか、側溝がありま

して、若干ちょっと段差があるんです。そのまま

ですと、ちょっとボールを追いかけていったとき

に危険だということで、そこを改良するというこ

とでの工事が400万円を予定しております。 

  それから、同じく天然芝のほうですが、ボール

どめの役割を果たすべく、植栽でボールどめを行

いたいと思いますので、天然芝のほうは。それの

植栽工事を周りに行いたい、それが130万です。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 最初に聞いた衛生費の

雑費は、量的にはそんなに大きいというよりも、

これだけの金額だったので、こんなにリサイクル

が推進してしまったのかなと、ふと思ったんです

けれども、やっぱり単価が上がったという、当た

り前の結果だったなというふうに思いますので、

この量的に対してふえていない部分のところを、

この辺は量的なリサイクルの量をふやすというこ

とは、何か今後別に売り払いのお金をふやすため

にということではないんですけれども、もうちょ

っと金額をふやせと言っているわけではなくて、

量をふやすという部分の、何か取り組みを行うと

いうことは、今後変えていくという考えはありま

すか、来年度に向けて。というのが一つ。 

  それとあと、障害者サービスの中で、やっぱり

生活介護の日数がふえる。もう生活サービスとい

うのは必要だと思うので、この辺の内容。高齢者

のところだったら、生活介護というと、大体生活

支援、家事支援と身体支援とかということになり

ますけれども、この生活介護の内容をどういうこ

とで必要としている人が多くなっているのかとい

うことで、身体的なものなのか。それとも身体的

じゃなくて生活をする上、余暇とかいろいろある

と思うので、それの実際どういうものなのかとい

うことをちょっと聞かせてください。 

  それとあわせて、増額となったところに、一応、

きっと金額が少ないので、サービス利用計画作成。

高齢者でいえばケアプランと思うんですけれども、

それが実際には、自己プランでやるということも

構いませんので、それの実態的なものは、これを

使って計画を立てているという、実数というか、

人数というか、その辺のところが今どのぐらい使

われていて、どのぐらいふえたのか、聞かせてく

ださい。 

  それと、青木サッカー場に関しては、この人工

芝の防球ネットというものの3,400万ほどのもの

というのは、これは当初予算のところでつかなか

ったので入れたものかどうかを聞かせてください。 
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  それと、先ほど聞くの忘れちゃったんですけれ

ども、この補正の説明書のところの２ページのと

ころで、ここに社会資本整備総合交付金事業とか、

道路整備交付金事業ということで、今回、合併特

例債についての、合併特例債を追加しますという

ことで行っているんですけれども、今回のことを

聞くのではなく、この事業内容というのは、最近

話題になっています2011年度に行うことが決定し

たと言われている一括交付金に移行するという、

そういう性質の事業にこの内容は、よく新聞報道

だけで一括交付金がどういうものに該当してくる

かという部分のところがわからないんですけれど

も、道路とか学校などの整備に充てるというふう

に言われていますよね。それで１兆円の一括交付

金に移行するということなんですけれども、もし

来年度だったら、これは一括交付金の事業の中で

やる。要するに道路に使おうが、学校に使おうが

自由だよという中に含まれちゃうような事業内容

になってしまうということなのか。わかったら。

わからなければいいです、後ででも。それだけち

ょっと教えていただけたらと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） 新年度に向けての

資源化方策ということでのご質問ですが、ごみの

減量化、資源化、非常に大切なことでありまして、

今回の補正にかかわる部分について、特段新たな

ということはするものではありませんけれども、

地道にやはり啓発運動が大切だというふうに思い

ます。 

  そういう中で、ごみ減量推進員さんの活躍を期

待するとともに、研修も行っておりますけれども、

そのほか、資源物の集団回収、あるいは分別の徹

底、そういったものを強く実施していきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 先ほどの内容でご

ざいますが、まず、生活介護のほうに、知的入所、

更生等々の移行がございましたものですから、数

値的にはそちらのほうに移行になっているという

状況にございます。また、身体的部分だけじゃな

くて、生活面での部分での介護等もございます。 

  ２点目のサービス利用計画でございますが、こ

れについては、実数的には１人だったかと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 青木サッカー場の防球

ネットの工事請負費の関係を、当初予算で要求を

して計上されなかったのかというご質問だったと

思うんですが、当初予算そのもので要求はしてお

りません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 一括交付金化の関係で

のご質疑でございますので、ただいま議員から話

がありましたように、2011年には県のほうに

5,000億、それから2012年度には市町村として

5,000億を上積みして、１兆円を一括交付金化す

るというような報道等がありますので、そういう

情報は得ております。ただ、この一括交付金化の

内容そのものについては、ただいまの社会資本整

備総合交付金が該当するのか。道路整備交付金事

業が該当するのかということについては、詳細ま

だ把握しておりません。 

  ただ、言えることは、一括交付金化ですので、

例えば学校関係であるとか、道路関係であるとか、

そういったものの中で一括交付金化されるという

ふうに考えておりますので、その辺のところは今
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後精査していきたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 再質問で、私このサー

ビス利用計画の作成、具体的に１名しかふえてい

なかったということで、１名。ふえていたのが１

名じゃなくて、利用が１名ということなんですか。

ということは、これを立てるということよりも、

自己プランでほとんどがやっているというふうに

理解すればよろしいということですね。はい、こ

れは了解いたしました。 

  それと、青木サッカー場のところで、実際にあ

そこの青木サッカー場、市にいただいたグラウン

ドを有効活用するということで、青木サッカー場

ということで、今後予定していた部分よりも、こ

ういうふうにどんどん、経費的にはかさむという

予想はされる、サッカーというものは事業なのか

どうかを聞かせていただきたいということと、あ

と、先ほどの社会資本整備総合交付金事業とか、

道路整備交付金事業が一括交付金に移行するのか

どうかというのは、後でまたその辺がわかり次第、

どういうものなのか教えていただければいいとい

うことで、私はただこの一括交付金というのは、

道路とか学校とかというものが一括で来る。あと

は市町村で、今までだったら縛りがあって、これ

は道路にしか使えない、学校にしか使えないけれ

ども、100％道路で使ってもいいよと。交付金で

すので、学校とか、だから道路、それをてんびん

にかけてという部分の選択肢がとても難しいなと

いうことが今後あるので、ちょっと聞いただけで

すので、これに対してのお答えは、これ以上は結

構です。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 青木サッカー場の投資

といいますか、経費の関係だと思いますが、最初

に21年度に天然芝の造成をいたしまして、今、養

生しておりますが、現在、22年度に人口芝の整備

をということで、２面は確定をしたわけですが、

トータル的には４面を整備する予定ということに

はなっておりますけれども、その４面の中身を、

例えば天然芝でいくのか、人口芝でいくのかとい

うのは、まだ決定をしておりませんので、費用的

にどれくらいかかるかといったものは、これから

になると思っております。 

○議長（君島一郎君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） ほかにないようですので、

議案第67号一般会計補正予算に対する質疑を終了

することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６８号～議案第７４号の

質疑 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第４、議案第68

号から議案第74号までの特別会計及び企業会計補

正予算７議案を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） ７議案の中の３つ、68

号の国保、71号の下水、そして74号の水道の補正

予算に関して質疑をいたします。 

  まず、68号のところですけれども、ここで提案

説明のところで、短期被保険者証の有効期限の短

縮に伴う郵送料の増額との説明がありました。平

成22年度７月１日から短期証の交付の対象を、国
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では、中学生以下の子どもから、高校生世代以下

の子どもに拡大されたという変更もありましたの

で、それに伴うものなのか。そうではないのかと

いうことを一つ聞かせていただきたいのと、実際

に今短期証をどのように発行しているのか。具体

的に。ある市町村によると、資格証が出されてい

る人が納税相談というか、保険料相談に来ると、

１カ月出すとかという、そうして、それをやって

いる間に、実際有効期限１カ月なので、いざ病院

にかかろうとしたら、かかれなく、１日、２日し

て有効期限がなくなっちゃったとか、そういうこ

とが全国で起きていますので、那須塩原市での短

期証の発行の現状を、わかりやすく説明していた

だきたいと思います。短期証の発行の対象者とか、

発行数の変化というものも聞かせていただけたら

と思います。 

  それと、この中の説明で、もう一つ、国民健康

保険運営協議会の追加開催するということで、増

額補正しているんですけれども、運協を追加開催

する理由というものを聞かせてください。 

  次に、71号、下水道ですね。下水道で、このと

ころでの説明文のところで、不明水が管渠に流入

してしまうということでの不明水のようですけれ

ども、塩原地区のどこでしょうかね。黒磯なんか

だと、地下水低いですから、なかなか流入するの

はと。上水だったら圧かけていますので、流入す

るというより漏水ですけれども、下水は圧をかけ

ていないので、流入するんだと思うので、そうす

ると、不明水というのは、管よりも上にないと、

不明水は上にないと入ってこないと思うので、塩

原地区のどこの地区を、今回のこの不明水の対策

としてするのか、聞かせていただきたいと思いま

す。 

  あと、この不明水が流入する部分というのは、

管のつなぎの部分とか、マンホールというところ

なんだと想像はするんですけれども、実際にここ

の塩原で今回対策をとろうしているところは、ど

のような状態で流入しているかということを聞か

せていただきたいと思います。 

  そして、不明水が多いということは、施設の効

率化を示す指標としての有収率が低いということ

につながりますよね。私手元に、20年、21年度の

「那須塩原市の下水道」という冊子ありますよね。

それを見ますと、平成20年、21年度の有収率とい

うのは、黒磯水処理センターでは、平成20年は

78％、21年は79％。塩原は49％。21年が48％。西

那須野地区と東那須は北那須流域下水道の分にな

ると思いますので、そこは20年度は79％、21年度

は88％の有収率です。私手元でわかっているので、

平成20年度の全国平均では80.9％、有収率が。で

すから、この塩原の不明水の対策をとらなきゃな

らないという理由は、何となくわかります。この

48％というものは、私もずっと下水の有収率とい

う部分に今まで反応しないでいたんですけれども、

これからは、下水道料金を統合するということで、

ここら辺を大きくなって、ネックになると思いま

すので、これをどういうふうに改善しようとして

いるのかも聞かせてください。 

  それでは次、74号の水道の補正予算ですけれど

も、これは本年度で契約が満了する上下水道の事

業料金関係事務の業務委託を債務負担行為で設定

するということで出てきているものですけれども、

この業務委託できる事業所というのは、現在どの

ぐらいあるものなんでしょうか。それ別に１社、

２社狂っていたって構いませんけれども、大体ど

のぐらい。どうやってこの業者を選考していたの

かということにも関係するので、その辺の選考過

程もあわせて聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（室井忠雄君） 短期被保険者証の

発行に伴う予算補正ということでございますが、

現在というか、３カ月更新という形だったものを、

この10月から１カ月更新にするということにした

わけでございまして、それに伴う予想上の増分で

ございます。なお、この推移のデータについては、

今手持ちございませんので、後刻お知らせをした

いというふうに思います。 

  それと、国保運協のほうの委員報酬でございま

すが、これについては、国保財政運営、特に国保

税の改正について市長のほうから諮問したわけで

ございます。その答申に向けての会議の開催が通

常の年より多くなっているという状況でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） それではまず、下

水道の不明水、その補修の箇所ということでござ

いますが、これにつきましては、塩原の庁舎の前

から追沢橋といいますか、交番のほうに、下流の

ほうに向かっていくところを予定をしてございま

す。延長的には約240ｍ程度予定をしているとい

うことでございます。 

  それから、その不明水の浸入の場所ということ

でございますけれども、それにつきましては、い

ろいろ、ヒューム管でございますので、ヒューム

管のつなぎ、あるいは汚水ますの取りつけ、支管

ということで取り出しをしていますけれども、そ

ういった部分。いろいろそのほかマンホールの目

地等からの浸入等が予想されます。 

  この浸入水の原因といいますか、それは、山水

等が、塩原については道路の下を流れてございま

す。それと箒川がわきを流れておりますので、そ

れらとの水位の関係等で地下水等が高くなってい

るというような状況にあることから、浸入水が出

ているということでございます。 

  有収率につきましては、先ほど議員が言われま

したとおり、塩原については、非常に50％を切っ

ているのが現状でございます。それらについては、

やはり今後、計画的にこういった浸入水をとめて

いく修繕工を重ねながら、有収率を上げていくと

いうことで考えてございます。 

  それから、水道の業者でございますけれども、

全国で何社かということについては、申しわけご

ざいませんが、うちのほうでは把握はしてござい

ません。ただ、19年度に、前回の業者の選定をし

た中では、市のほうに指名参加が出ている５社ご

ざいまして、その中で指名競争入札によって決定

したという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 国保は制度的にいうと、

この短期証って、半年に一遍でもいいですよね。

半年で一遍でも短期証というのはいいですよね。

３カ月とかというところもありますし、期限を、

短期証と言いながらも発行しないというところも

ありますので、この１カ月更新にしたと。私が例

として挙げたようなことを、那須塩原市もやろう

としているということですかね。実際に、今何か

驚いて、有効期限を１カ月とか３カ月とかに限定

したというところが激増している。昨年なんかか

らすると、そういうところが激増しているという

ことを聞いてはおりましたけれども、うちもそう

するんだと思ったら、何か本当に二の句が継げな

いという驚きですけれども、じゃ、ちょっと質問

の趣旨を変えて、短期証を発行する根底というの

は、資格証の発行というのがありますよね。その

資格証の発行というのは、どうして資格証を発行

しているという認識があるのかどうか。それと、

この１カ月更新にするということをお決めになる
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ときに、どれだけこれが危険なことをやろうとし

ているかというのの認識を持たれてやろうとして

いるのかを聞かせてください。 

  次に、もう一つ、運協の役割、あり方というも

のを、先ほど諮問して、今回税の改正のためとい

うことで、１回か２回ふやすのかわかりませんけ

れどもということで、実際に税の改正のため、追

加開催するということで、その税の改正はいつ改

正しようとして、運協をこれから開こうとしてい

るのかという見通し。要するに次の何回かちゃか

ちゃかっとやって、それで３月に国保税が値上げ

で出てくるというようなスケジュールなのか、そ

れとも今からやっていって、それで来年度に向け

ての部分のところで結論を出そうとしているのか。

その辺のところを聞かせてください。 

  それと、下水道会計のところでは、先ほど施設

の効率化を示す有収率というのは、那須塩原の下

水道とかそういうところを見ればわかるんですけ

れども、経営状態を最も端的にあらわしている指

標と言われています使用料回収率、ありますよね。

私が持っている平成20年度全国平均では、86.5％

というのが手元に私は持っているんですけれども、

黒磯水処理センターと塩原と、あと北那須の流域

下水道分の料金みんな違いますよね。ですから、

それのところで使用料回収率という部分が何％に

なっているのかが聞きたいので、それをお答えく

ださい。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 現在、短期証発行

のデータが手元に来ましたので、お答えを申し上

げます。 

  10月１日現在で2,956、11月１日現在で2,882と

いうことで、交付数については減っているという

状況にございます。 

  なお、短期証については、１カ月、２カ月、３

カ月ということで、それぞれの、正直言いますと、

これについては滞納者対策ということで、過年度

分の滞納者を対象としておりまして、税務、納税

相談等々も含めての発行でございまして、１カ月、

２カ月、３カ月というような発行としておるわけ

で、この部分について、１カ月というのはかなり

の滞納等々に、具体的に言うと、渋っている方に

ついての発行ということになります。 

  それと、国保運協でございますが、通常ですと

２回分、当初のほうでとっておりまして、大体そ

の分で運協のほうの会議は終わるわけでございま

すが、今般そういうことで、税の改正の諮問に伴

いまして、会議を開くということになってござい

ます。 

  なお、方向的には、その税の改正については、

来年の４月１日からという形になろうかと思うん

ですが、いずれにしましても、答申が出て、それ

について市長のほうの判断をさせていただいて、

当然ながら３月については、税条例改正等もやる。

その前に全協等でもお知らせするという状況にな

ります。まだ意思決定はしておりませんが、時期

的にはそういう時期になります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） 使用料回収率につ

きましては、大変申しわけございません。今資料

を持ち合わせておりませんので、後ほどお答えを

したいと思います。申しわけございません。 

○議長（君島一郎君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 短期証を発行するとい

う、資格証を発行している部分のところで、滞納

者への資格証の発行とか短期証の発行というのは、

要するに滞納対策だというふうに今おっしゃいま

したけれども、実際それをやって改善したという
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ことの自覚ございますか。全国の中で、それをし

たら自覚あるところってほとんどないんですよね。

それよりも悪化させてしまったとかということの

ほうが多い事例は、いろんなところから挙がって

きておりますので、ぜひ１カ月、２カ月、３カ月

の短期証を発行している対象者を、特に子どもに

対してもそういうふうに１カ月とかで短期証を出

しているんですかね、中学生とかという。私そう

いう認識が、子どもに対して１カ月とかで、中学

生とかに出していたという認識が、私は甘かった

のかわからないんですけれども、なかったので、

その対象者の年齢とか、それとあと、どういう理

由で出しているかとか、本当に改善ができるのか。

その内容をきちんと分析したものを出していただ

きたいと。それは資料で結構ですので、出してい

ただきたいというふうに思います。 

  実際にこういう状態で短期証を発行するとかと

いうことで、本当に困った事例というのを把握し

ていないのか。本当に病状が悪化しても、短期証

や資格証であるためにかかれなくて、それで悪化

させちゃったという事例というのは、把握してい

るものなのか、していないのか、聞かせていただ

きたいと思います。 

  あと、国保の運協、びっくりです。実際に前回

の一般質問でも私やりましたけれども、国保の運

協は、料金改定のときぐらいは、せめて決算、私

たちが決算審査する前に、８月には運協開いて、

それで料金改定の、きっと今回は２月に運協の最

後を開いて、３月議会に提案するおつもりなんで

しょうけれども、国保の運協自体が、９月の議会

になっても開けていなかったんですね、今年度。

諮問を出されたからといって、それで前年度の決

算でさえも把握していない。毎年度きちんと運協

というものは、大体国保の運協というものは、決

算の前に運協が開かれる。予算の前に運協が開か

れる、年に２回しか開かれない場合でも。それが

もう全然崩れちゃっているんですね、今、那須塩

原では。それで運営委員さんたちに、適切な那須

塩原の経営状況、国保の経営状況を知らせて、審

議をしてもらいなさいというふうにしては、事務

局すごく甘く、国保の運協という部分のところの

位置づけを考えていないですか。本当にそれで来

年の４月といったら、もう何カ月もないわけです

よね。それなのにきちんと、そこら辺が運協の皆

さん、把握されていて、それで審議にするといっ

たら、本当に酷なことをさせようとしているとい

うことがわかりましたけれども、その辺のところ、

どのように考えて。 

  市長にお聞きします。その辺のところどのよう

に考えて諮問なさっている、料金改定。来年の４

月ですよ。12月、１月。２月には結論出さなかっ

たら、議会の議案に出ないですよ。そういう中で

運協の皆さんに、それで９月の議会に前年度の会

計が報告されていないという状態で置かれていま

すね、実際に。運協の開催状況って、ここ近年ど

うなっているか。それもあわせて聞かせてくださ

い。 

  下水道のほうの使用料回収率、後で文書でいた

だければ結構です。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 短期証発行の細か

い資料については、後で提出させていただきます。 

  また、この短期証発行についての子どもたちの

取り扱いなんですが、やはりそういう意味では、

気遣いをして、子どもたちにはこういう形をとら

ない方向で調整しているかというふうに思います。 

  また、それによって重症化したという事例等に

ついては、私は聞き及んでおりません。 
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  それと、国保でございますが、先ほど言いまし

たように、年度当初に当然運協の報酬、運営協議

会開くための報酬等が、当初予算で２回ほど分い

うふうに話したかと思うんですが、既に論議が始

まってございまして、間もなくその方向性が出て

くるんじゃないかというふうに思っているもので

すから、今回の補正、全部これで終わりにして、

せっぱ詰まって３月議会ということではありませ

んので、どうぞご理解をいただきたいということ

でございます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 運協の開催状況に

ついては、多分で申しわけないんですが、年１回

程度、通常の場合。事業、決算方向……。失礼し

ました。当初予算で２回やっていますので、２回

ということで、いわゆる事業等の変更のある場合

は、そういう形で。 

〔「開催時期を聞いている」と言う人あ

り〕 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 開催時期ですか。

通常の場合には、決算終わってからということで、

決算認定が９月だと思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） ほかにないようですので、

議案第68号から議案第74号までの特別会計及び企

業会計補正予算７議案に対する質疑を終了するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７８号の質疑 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第５、議案第78

号（その他の議案）を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  13番、齋藤寿一君。 

○１３番（齋藤寿一君） 議案第78号 那須地区広

域行政事務組合の規約の変更について。第３条第

14号、視聴覚ライブラリーの設置及び維持管理に

関する事務を削るというわけでありますけれども、

この視聴覚ライブラリーを削るということは、廃

止という意味合いを含めているんでしょうけれど

も、これに至った経緯をご説明をいただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 視聴覚ライブラリーの

廃止の経過というようなことでございますけれど

も、広域行政の組合の教育委員会の中で、視聴覚

ライブラリーについて話し合いが行われました。

この中で、当初は視聴覚教育に必要な教材、それ

からこういった調査の研究指導を行っていたわけ

なんですけれども、現在は図書館その他、各学校

の設備も充実をしておりまして、その利用者が

年々減少傾向にある、こういうようなことから、

所期の目的は達成したとの結論に達しまして、本

事業を廃止というような結論に達したということ

でございます。 

○議長（君島一郎君） 13番、齋藤寿一君。 

○１３番（齋藤寿一君） それでは、今の答弁であ

りますと、現在のニーズ的に利用者が少なくなっ

てきたので、閉所をしていくんだという解釈でよ

ろしいんですか。それに当たってでありますけれ

ども、これをもしライブラリーの事業を廃止する

ということになると、現在ある機材、あるいはフ
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ィルム等を相当数保管室にあるというふうに、私

も以前借りたことがあるんですが、そういう部分

に関しての処理というか、処分というか、その辺

はどのように考えているんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 廃止になった経過につ

いては、議員のおっしゃるとおりだと思います。 

  今後の機材、教材の活用方法でございますけれ

ども、これについては、広域行政の組合において

貸し出し要綱、こういったものをつくりまして、

貸し出し業務を今後も継続して行っていくという

ようなことでございます。 

○議長（君島一郎君） 13番、齋藤寿一君。 

○１３番（齋藤寿一君） それでは、貸し出し業務

は、管理が移行するだけで、まだそのライブラリ

ー的には借りられるということでいいんでしょう

か。 

  あと、最後になりますので、この広域の中のラ

イブラリー事業に関しましては、これに関しての

機材等、あるいはフィルム等、そういう部分に関

しては、国県等の補助が絡んでいるかどうか、ち

ょっとわからないんですが、万が一絡んでいたと

きには、それを移行するに当たって、別に問題は

ないんでしょうか。その２点についてお伺いしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 映写機とかそういった

ものの国県の補助については、ちょっと私どもで

は把握はしていないんですけれども、貸し出しに

ついては、従来どおりというようなことで、今ま

でどおり貸し出しをしたいと思いますけれども、

今度は広域の組合がとってとかわって貸し出し業

務を継続するということでございます。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 視聴覚ライブラリーの

関係ですが、これはちょっとさかのぼって申しま

すと、昭和33年に視聴覚機材、あるいはそういっ

たテープというんですかね。フィルム等が一般家

庭あるいは公共施設にないということで、当時の

７市町村で任意の団体で設立をさせていただいた

という経緯なんですね。それをずっとやっており

まして、その後、昭和59年の４月から、那須地区

視聴覚ライブラリー協議会というものを設立をい

たしまして、平成11年に広域行政事務組合に引き

継いだというような経過がございまして、昭和33

年から、それぞれの団体、構成団体で負担金を出

し合って、多分買ってきたという経緯だと思いま

すので、国県補助等は入っていないと思っていま

す。 

○議長（君島一郎君） ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） ほかにないようですので、

議案第78号（その他の議案）に対する質疑を終了

することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で本日の議事日程は全

部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時１０分 




